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第１章 地震災害予防対策 
 

 

〈 地震災害対策編の内容について 〉 

地震災害は、地盤の変動の発生等により、様々な災害が発生するものである。一方、風水

害等については、集中豪雨及び台風等が要因となり、河川等の氾濫、ため池の決壊並びに急

傾斜地崩壊（がけ崩れ）及び地すべりなどの土砂災害等が発生するものである。 

この２つの現象は、要因は異なっているものの、現象としては風水害等とおおむね同様の

被害ととらえられ、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害復興に関する各段階で取り

組むべき施策内容は、地震災害と風水害等とではおおむね同様とみなすことができる。 

 そこで、地震災害対策各編では、風水害等災害対策編と同様の内容となる各節等の詳細に

ついては省略し、地震災害対策において特有な施策内容の部分のみを特に掲示する。 

なお、省略した内容については、風水害等災害対策編中の表記に関し、例えば「風水害」

を「地震」及び「地震災害」、「風水害に対する安全性」を「耐震性」などとして、必要に

応じ読み替えるものとする。 
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第１節 総則 
 

第１ 東日本大震災の主な特徴                              

東日本大震災での地震は、マグニチュード 9.0 の規模の巨大な地震が、複数の領域を連動させた

広範囲の震源域をもつ地震として発生したものであり、栗原市の最大震度７をはじめ、本町を含む

県内のほとんどで震度６弱以上の強い揺れを記録するとともに、巨大な津波を引き起こしている。 

地震の揺れによる建物被害は、地震動の周期特性等により、地震規模を考えるとそれほど大きく

なかったものの、東北地方から関東地方にかけて埋立地や旧河道等で液状化に伴う家屋被害が発生

する等、広範囲に渡って多数の建築物において全壊、半壊、一部損壊等の被害があった。また、ラ

イフラインや交通施設に甚大な被害をもたらした。 

この大地震後 10 年を経過したが、従前の想定を超えた規模の地震や被害が発生したことを重く

受け止め、今後とも以下のような問題点を踏まえ、災害予防対策を充実強化していく必要がある。 

 

１ 行政機能の喪失 

東日本大震災において、地震及び地震に伴い発生した大津波により、宮城県の沿岸 15 市

町のうち、10 市町で災害対応の中心となる市町庁舎が被災し、そのうち７市町で本庁舎や

支所の移転を余儀なくされた。 

２ 大規模広域災害 

東日本大震災発生時においては、被害が甚大で広範囲に渡ったことから、全国の都道府県、市

町村により相互応援協定に基づく被災地に対する人的支援・物的支援が実施されたが、事前の計

画や訓練等の不足や、交通手段や宿泊先の確保等、多くの課題も見られた。 

３ 物資の不足 

東日本大震災においては、物資を備蓄していた指定避難所や倉庫が津波の被害に遭った。多数

の孤立集落や孤立地区が発生し、発災直後は、飲料水、粉ミルク、紙おむつ等の枯渇も見られた。 

４ 不十分な要配慮者対策 

町では、要配慮者について、「災害時要援護者台帳」を作成していたが、要配慮者への支援計

画が未策定であったため、在宅者への支援に時間を要するなど、早急な対策を講ずることができ

なかった。 

５ 地域防災力の不足 

沿岸地域では、従来から一定の津波対策が行われてきたが、東日本大震災での被害を受け、改

めて、自助・共助の必要性、防災教育の重要性が再認識されている。 

６ 地震の揺れによる被害拡大 

建築物、交通インフラ、ライフラインの被害が、被害拡大と応急対策活動の阻害の要因となっ

ていた。 

７ 避難指示等の住民への情報途絶 

東日本大震災では、地震による広域的な停電、市町村の庁舎や防災行政無線自体の被災、防災

行政無線の内容が聞こえづらかった等、避難に関する情報伝達において、多くの問題があった。 



第２編 第１章 地震災害予防対策 

第１節 総則 

地震編 4 

第２ 基本的考え方                                 

地震から町民の生命、身体及び財産を守り、安全・安心に暮らせる地域づくり実現のため、町、

県及び防災関係機関等は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震に対し、被害を最小化し迅

速な回復を図る「減災」の考え方に基づき、建築物、交通インフラやライフライン等の耐震化とい

ったハード対策と防災活動等のソフト対策とを組み合わせた地震災害予防対策を、総力を挙げて講

じる。 

 

第３ 想定される地震の考え方                            

地震対策を講じるに当たり、科学的知見を踏まえ、以下の地震を想定する。 

１ 発生確率は低いが内陸直下型又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動 

(東北地方太平洋沖地震、長町－利府線断層帯の地震) 等 

２ 構造物・施設等の供用期間中に数度発生する確率を持つ地震動 

(宮城県沖地震(プレート境界型)、プレート内部で生じるスラブ内地震 ※) 

 

想定される地震に対して、次のような対策を基本的な目標とする。 

・ 構造物・施設等は一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じないこと。 

・ 高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないこと。 

・ 重要度が高い構造物・施設等については、高レベルの地震動に際して他の構造物・施設等に

比べ耐震性能に余裕を持たせること。 

なお、本町に最も影響の大きい活断層である長町－利府線断層帯は、大きな被害に直結するこ

とが予想されるため、留意が必要である。 

また、本計画は、最新の知見により、来るべき災害について一定の条件の想定の下に作成する

ものであるが、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定には限界があることに留意す

る。 

 

※ 「スラブ内地震」…沈み込むプレート(スラブ)の内部で発生する地震。 
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第２節 地震に強いまちの形成 
 

町は、社会的条件、自然的条件を総合的に勘案し、危険度・緊急性の高いものから優先的に計画を

定め、地震防災対策事業を実施していくとともに、その進行管理に努め、地震に強いまちづくりを

推進する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

都市開発部 都市整備課 ・建築物、土木構造物の耐震・不燃化 

・水面・緑地帯、土地区画の計画的確保 

上下水道部 上下水道課 ・上下水道施設の耐震・不燃化 

教育委員会 教育総務課 ・教育施設の耐震・不燃化 

企画部 財務課 ・庁舎の耐震・不燃化 

総務部 危機対策課 ・揺れに強いまちづくりの推進 

 

第１ 基本的な考え方                                 

町は、地震に強いまちの形成に当たり、建築物、土木構造物、通信施設、ライフライン施設、防

災関連施設等の構造物・施設等の耐震性を確保する。その場合の耐震設計の方法は、以下を基本と

する。 

１ 発生確率は低いが海溝型巨大地震及び内陸直下型地震に起因する高レベルの地震動、供用期

間中に１～２度程度発生する確率を持つ一般的な地震動を考慮の対象とする。 

２ 高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないこと、かつ一般的な地震動に際し

ては機能に重大な支障が生じないことを基本的な目標として設計する。 

３ 以下のような構造物・施設等については、重要度を考慮し、高レベルの地震動に際しても他

の構造物・施設等に比べ耐震性能に余裕を持たせることを目標とする。 

（１）いったん被災した場合に生じる機能支障が災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなる

おそれがあるもの 

（２）東北地方、国レベルの広域における経済活動等に対し、著しい影響を及ぼすおそれがある

もの 

（３）多数の人々を収容する建築物等 

なお、耐震性の確保には、個々の構造物・施設等の耐震設計のほか、代替性の確保、多重化等に

より総合的にシステムの機能を確保することによる方策も含まれる。 

 

第２ 地震に強い都市構造の形成                               

町は、次により、地震に強い都市構造の形成を図る。 

１ 避難路、指定避難所等、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、河川、港湾等

の骨格的な都市基盤施設、防災街区の整備 

２ 危険な密集市街地の解消等を図るための防災街区整備事業、土地区画整理事業、市街地再開

発事業等による市街地の面的な整備 

３ 建築物や公共施設の耐震・不燃化 

４ 水面・緑地帯の計画的確保 
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５ 防災に配慮した土地利用への誘導 

６ 自然環境の機能を活用すること等により地域の回復力を高める「Ｅｃｏ－ＤＲＲ（生態系を

活用した防災・減災）」及びグリーンインフラの取組推進等、総合的な防災・減災対策を講じる

ことにより地震に強い都市構造の形成を図る。 

なお、事業の実施に当たっては、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、地域

防災計画を踏まえ、災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から個別

避難計画を作成するとともに住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を

限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努め

る。 

 

第３ 揺れに強いまちづくりの推進                               

１ 建築物の耐震化 

町は、詳細なハザードマップの作成・公表による耐震化の必要性の周知、住宅・建築物の耐震

診断や改修の促進等により、建築物の耐震化を推進する。 

また、庁舎、学校、公民館等様々な応急対策活動や避難所となりうる公共施設の耐震化につい

ては、数値目標を設定するなど、計画的に耐震化の促進を図る。 

２ 耐震化を促進するための環境整備 

町は、町民や所有者等が耐震化の必要性を認識するために、建築物やその耐震性に関する情報

の開示・提供を充実させるとともに、耐震改修に関するアドバイス等のサービス強化やわかりや

すいマニュアル策定等、耐震化の促進支援策の充実を図るよう努める。 

３ 火災対策 

出火の要因ともなっている揺れによる建築物の被害を軽減するために、町は、建築物の耐震化

を促進する。また、円滑・迅速な避難の確保、火災による延焼遮断・遅延を図るため、避難場所・

避難路等の整備、周辺建築物の不燃化等を促進する。 

さらに、消防用設備等の設置･普及を通じ、防火管理対策の一層の確立のための消火栓等消防

水利の整備、計画的な配置の推進を図る。 

４ 居住空間内外の安全確保対策 

町は、町民に対し、家具等の転倒防止やガラス飛散防止措置の効果に関する知識の普及、家具

の適切な固定を促す住宅供給の促進等により、居住空間内の安全確保対策を推進する。 

また、液状化対策、宅地造成地安全確保対策、土砂災害対策、屋外転倒物・落下物の発生防止

対策の推進等により、居住空間外の安全確保対策を推進する。 

 

第４ 地震防災緊急事業五箇年計画                         

県は、地震防災対策特別措置法(平成７年法律第 111 号)の施行に伴い、地震により著しい被害が

生ずるおそれがあると認められる地区の地震防災上緊急に整備すべき施設等に関して、第 6次地震

防災緊急事業五箇年計画(以下「五箇年計画」という。)を策定している。 

町は、町の地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事業については、その事業に協力する。 

 

第５ 長寿命化計画の作成                             

町は、老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理

に努める。 
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第３節 地盤にかかる施設等の災害対策 
 

町及は、地震に伴う土砂災害を未然に防止し、被害の軽滅を図るための危険箇所の実態を調査し、

危険箇所における災害防止策を講じるとともに、住民に対して災害の防止について、啓発及び指導

を行う。 

■実施機関及び担当業務 

事項 
担当 

（部,課,室,局等） 
担当業務 

第１ 土砂災害予防

対策 

総務部危機対策課 ・土砂災害の啓発活動、警戒避難体制の構築 

都市開発部都市整備課 ・土砂災害対策事業の推進 

第２ 山地災害危険

地区の計画的

な整備の推進 

経済産業部農林水産課 ・山地災害対策の推進 

第３ 急傾斜地崩壊

防止施設 

都市開発部都市整備課 ・急傾斜地崩壊防止対策の推進 

第４ 砂防設備 都市開発部都市整備課 ・砂防設備の整備 

第５ 治山事業 経済産業部農林水産課 ・治山施設の整備 

第６ 農業施設等 経済産業部農林水産課 ・農業施設等の整備 

第７ 液状化対策の

推進 

都市開発部都市整備課 

総務部危機対策課 

・液状化対策等の実施 

第８ 地盤沈下防止 総務部危機対策課 ・地盤沈下災害予防対策の推進 

 

第１ 土砂災害防止対策の推進                            

土砂災害防止対策の推進は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 第３ 「１ 土砂災害防止対

策の推進」の定めに準ずる。 

【資料 2-5】急傾斜地崩壊危険箇所 

【資料 2-6】土石流危険渓流 

【資料 2-7】土砂災害警戒区域等 

 

第２ 山地災害危険地区の計画的な整備の推進                    

山地災害危険地区の計画的な整備の推進は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 第３ 「２ 山

地災害危険地区の計画的な整備の推進」の定めに準ずる。 

【資料 2-8】山腹崩壊危険地区 

【資料 2-9】崩壊土砂流出危険地区 

 

第３ 急傾斜地崩壊防止施設                            

急傾斜地崩壊防止施設は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 第３ 「３ 急傾斜地崩壊防止

施設」の定めに準ずる。 
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第４ 砂防設備                                  

砂防設備は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 第３ 「４ 砂防施設の整備」の定めに準ず

る。 

 

第５ 治山事業                                  

治山事業は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 第２ 「５ 治山施設の整備」の定めに準ず

る。 

 

第６ 農業施設等                                  

１ 農業・農村における基盤整備の推進 

農業施設の耐震性の確保、防災上の機能も有する基幹的な農村基盤施設の整備、防災に配慮し

た土地利用への誘導等により、地震に強い農村構造の形成を図るため、農業農村整備事業等を推

進する。 

２ 農業施設の耐震性の改善 

新築、増改築される農業施設について、宮城県地震地盤図等を参考にしながら耐震基準に基づ

いた整備の促進、防火性の向上、給水・給電施設の充実等を図る。 

なお、施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止するとともに、液状化

が発生した場合においても施設の被害を防止する対策を適切に実施する。 

３ 農業施設に係る情報の収集・連絡体制の整備 

農業施設が被災することにより生じる水害、土砂災害の危険区域の周知、あるいはこれらの災

害を防止するための迅速な情報の収集・伝達に必要な情報システムや観測機器の整備等を推進す

る。 

４ 農業被害の予防対策 

農業の災害を防止またはそれらに適切に対処するため、応急復旧用資材、種子、飼料等営農用

資機材の確保に努めるとともに、営農に係る防災対策を推進する。 

 

第７ 液状化対策の推進                                

１ 液状化対策等の実施 

液状化現象は、地震の際に地盤の強度が低下し、液体のようになってしまう現象で、地震動は

それほどでなくても、地盤の支持力がなくなって建物が傾いたり、地中の埋設管に浮力が働いて

埋設管が浮き上がるなどの被害が発生する。 

このため、町は、埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある箇所を始めとして、地形分類や浅

部の地盤データの収集とデータベース化の充実等を図るとともに、施設の特性を踏まえた技術基

準を検討し、その結果に基づいて、防災上特に重要な施設の設置に当たっては地盤改良等を行い、

液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を最小限に防止す

る対策等を実施する。 

２ 液状化ハザードマップの作成 

町は、液状化の発生が想定される地域を対象に、液状化ハザードマップの作成、公表に努める。

なお、液状化ハザードマップの作成に当たっては、必要に応じて、県に協力を要請する。 
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３ 町民への情報提供 

町は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効は基礎構造等について、町民に情報

提供を図るとともに、相談体制を整備する。 

 

第８ 地盤沈下防止                                   

地盤沈下防止は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 「第４ 地盤沈下災害予防対策」の定め

に準ずる。 
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第４節 海岸保全施設等の災害対策 
 

町及び防災関係機関は、地震に伴う海岸、河川、ダム、農地、漁港等の被害を防止するため、関係

施設の耐震性の強化等を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

経済産業部 農林水産課 ・海岸保全施設等の整備 

都市開発部 施設管理課 ・河川管理施設等の整備 

 

第１ 海岸保全施設等                                    

河川保全施設等の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 「第２ 高潮、波浪等災害予防

対策」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 

１ 整備計画 

町は、復興交付金事業を活用し、浜田漁港については、ＴＰ＋2.1ｍ（ＴＰ：東京湾平均海面）

長さ 747ｍの防潮堤を、また須賀漁港については、出入口に防潮水門を設置し、大津波にも対応

できる津波防御施設を整備している。 

なお、令和２年４月１日から、浜田漁港の陸閘及び須賀漁港の水門において、水門陸閘自動閉

鎖システムの整備が完成し、水門や陸閘のゲートを自動で閉鎖することにより、津波からの避難

時間を確保し、背後地の安全化を進めている。 

 

第２ 河川管理施設                                    

河川管理施設の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 「第１ 水害予防対策」の定めに

準ずる。 
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第５節 交通施設の災害対策 
 

道路、漁港等は、地域の経済活動等あらゆる社会活動を支える重要な施設である。これらの施設が

被災した場合には、住民の避難、救助活動、物資の輸送などの各種の応急対策活動を著しく阻害す

る。よって、道路、漁港等の交通施設の整備や補強・補修等に当たっては、基準に基づいた耐震対

策の実施による、安全確保とともに、未整備部分の解消等ネットワークの充実、施設・機能の代替

性の確保、各交通施設の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送手段の確保等に努める。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

都市開発部 都市整備課 

施設管理課 
・道路施設等災害防止対策 

経済産業部 農林水産課 ・漁港施設の整備 

総務部 危機対策課 ・避難路・避難階段の整備 

 

第１ 道路施設                                    

道路施設の災害対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 22 節 「第５ 道路災害予防対策」の

定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

 

１ 避難路・避難階段の整備 

町は、住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、地震の揺れを考慮した避難路・避難

階段を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・

改善に努める。 

なお、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増加、停電時の

信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地震による落橋、土砂災

害等の影響により避難路等が寸断されないよう橋梁の耐震対策を実施する等、安全性の確保を図

る。 

２ 信頼性の高い道路網の形成 

町は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路のアクセス

強化等ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全

性、信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の

確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無

電柱化の促進を図る。 

 

第２ 漁港施設                                    

漁港施設の災害対策は、風水害等災害対策編 第２章 第１節 「第２ 高潮、波浪等災害予防対

策」の定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

１ 町は、被災することにより生じる災害に関する危険区域の周知及びこれらの災害を防止する

ため、迅速な情報の収集及び情報伝達施設の整備を推進するとともに、地震発生後の防御機能の

維持のため、耐震性を考慮した岸壁、防波堤等の漁港施設整備を図る。 
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第６節 都市の防災対策 
 

町は、火災の拡大防止や避難の安全を確保し、安全・安心・快適性等に配慮された総合的に質の高

い市街地の実現のため、都市防災総合推進事業等により、大規模な震災など都市の災害に対する危

険性を把握し、防災力の高いまちづくりの方針を明らかにし、避難路やオープンスペース確保のた

めの各種事業や避難地、避難路等周辺の建築物の不燃化を促進する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

都市開発部 都市整備課 ・土地区画整理事業の推進 

・公園施設の整備 

 

第１ 市街地再開発事業等の推進                           

１ 低層木造建築物等密集市街地対策の推進 

町は、都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)に基づく市街地再開発事業により、低層木造建築

物等の密集した不健全な既成市街地を改造し、土地の合理的で健全な高度利用、都市の不燃化、

環境の整備改善を効果的に推進する。 

２ 既存建築物の耐震化の推進 

町は、耐震化を促進すべき比較的古い建築物が多く立地する地区等において、既存建築物の耐

震化に関する計画作成及び診断を積極的に行う。 

 

第２ 土地区画整理事業等の推進                            

土地区画整理事業等の推進は、風水害等災害対策編 第２章 第２節 「第２ 土地区画整理事業

の推進」の定めに準ずる。 

 

第３ 都市公園施設                                

都市公園施設の対策は、風水害等災害対策編 第２章 第２節 「第３ 都市公園施設」の定めに

準ずる。 
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第７節 建築物等の耐震化対策 
 

地震による建築物等の損壊、焼失を軽減するため、耐震化、不燃化等必要な事業を推進する。 

特に、既存建築物の耐震性の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第 123 号）の的確な施行により、耐震診断・耐震改修の促進に努める。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

企画部 財務課 ・町有建築物の耐震化対策 

教育委員会 教育総務課 ・教育施設の耐震化対策 

保健福祉部 子ども支援課 ・保育施設の耐震化対策 

都市開発部 都市整備課 ・町有建築物の耐震診断の実施及び公表 

・一般建築物耐震化対策の啓発、指導、助言 

・ブロック塀等の安全対策の啓発、指導、助言 

総務部 危機対策課 ・落下物防止対策の啓発、指導、助言 

・建物内の安全対策の啓発、指導、助言 

 

第１ 公共建築物                                    

１ 公共建築物全般の対策 

（１）耐震性、不燃性の確保 

町及び施設管理者は、庁舎、警察署、消防署、学校等の行政関連施設、病院等の医療施設、社

会福祉施設等要配慮者に関わる施設、劇場、駅等の不特定多数収容施設等、常に防災上重要な公

共建築物について、一層の耐震性、不燃性の確保に努める。 

特に、災害時の拠点となる役場庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等に

より、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。また、指定避難所等に老朽

化の兆候が認められた場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。 

（２）停電対策の強化 

町は、地震時の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等の整備に努める。 

（３）活断層の回避 

町は、公共建築物等については、できるだけ、活断層直近を避けた場所に立地するよう整備す

るものとし、やむを得ず立地する場合には、地質調査などに基づき、活断層直上を回避する。 

２ 町有建築物 

町有建築物の必要な耐震補強工事は完了しているが、引き続き災害発生時の施設の点検を実施

すると共に、施設の保全に努める。 

なお、新築、改築の際には、耐震性の一層の確保に努める。 

３ 教育施設 

学校等教育施設の管理者及び町は、災害時における児童生徒等及び教職員等の安全の確保を図

るため、次の対策を講じる。 

なお、私立学校の設置者に対しては、校舎等の耐震性の強化及び設備・備品等の安全管理につ

いて、適切な対策を講じるよう要請する。
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（１）校舎等の耐震性の強化 

校舎等の耐震補強工事を完了しているが、引き続き教育施設としての機能向上を基本に防災機

能の整備・拡充に努める。 

（２）設備・備品等の安全管理 

設備（照明設備等）及び備品（ロッカー、実験実習機器等）の設置に当たっては、転倒、落下

等の防止について、その安全性を強化するとともに、災害時において、児童生徒等及び教職員の

避難通路が確保できるよう設置場所等について十分配慮する。 

（３）水泳プールの防災機能等の整備 

災害時における防災用水及び生活用水を確保するため、引き続き水泳プールの耐震性の強化を

図るとともに浄水機能の整備を計画的に推進する。 

４ 耐震診断の実施及び公表 

町は、公共建築物の耐震診断の実施状況や実施結果をもとに、耐震性に係るリストの作成及び

公表に努める。 

 

第２ 一般建築物                                    

１ 建築物の耐震改修の促進 

町は、耐震関係規定に係る既存耐震不適格建築物(昭和 56 年５月 31 日以前の建築基準法の適

用を受ける建築物)について、耐震改修促進計画等を策定し、「建築物の耐震改修の促進に関す

る法律」(平成７年 10 月 27 日公布，同年 12 月 25 日施行)に基づき、所有者に対し、耐震診断、

耐震改修工事の普及啓発及び指導・助言・指示を行う。 

２ 適正な維持管理の促進 

町は、災害時における火災から人命を保護することを目的に、建築基準法第 12 条第１項に規

定する定期報告制度の対象建築物について、定期報告制度、建築物防災週間における防災査察及

び消防機関との連携などにより、計画的な防災指導を行い、建築物の所有者に対し防災意識の高

揚と適正な維持管理の促進を図る。 

 

第３ 特殊建築物・建築設備等の維持保全対策                     

特殊建築物・建築設備等の維持保全対策の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第３節 第

１「４ 特殊建築物・建築設備等の維持保全対策」の定めに準ずる。 

 

第４ ブロック塀等の安全対策                              

町は、町内の通学路及び避難道路沿い等のブロック塀を対象に、災害時におけるブロック塀、石

塀の倒壊による通行人等の第三者への被害を防止することを目的に、倒壊のおそれのあるものに対

しては、除去工事費の助成を活用して安全対策の推進を図る。 

また、通学路及び避難道路沿いの住民や建築物の所有者等は、日頃からの点検や、必要に応じて

補強、撤去等を行い新たに設置する場合には施工、設置基準を遵守するなど、ブロック塀の転倒防

止策を図る。 
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第５ 落下物防止対策                                  

１ 調査及び改善指導 

窓ガラスや外装材等二次部材の落下のおそれのある建築物について安全確保を図るため、町は、

調査と改善指導に努める。 

２ 天井の脱落防止等の対策強化 

施設管理者は、日頃からの点検や、必要に応じて補強を行うとともに、新たに設置する場合に

は施工、設置基準を遵守するなど、天井材等の非構造部材の脱落防止対策を図る。 

 

第６ 建物内の安全対策                                 

町は、住民等に対し家具の転倒、落下物、ガラスの飛散による負傷等の被害を軽減するための対

策について、普及啓発に努めるとともに、個人住宅に対する被害防止対策を支援する。 

 

第７ 高層建築物における安全対策                              

エレベーターを設置している施設の管理者は、地震発生時のエレベーターの閉じ込め被害を防止

するため、地震時管制運転装置の設置等エレベーターにおける閉じ込め防止対策の推進に努めると

ともに、揺れや停電によりエレベーターが停止し、閉じ込められた場合の復旧方策について、情報

の共有化など関係団体等と連携し対策を進める。 

 

第８ 文化財の防災対策                                  

文化財の防災対策の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第３節 第１「５ 文化財の防災

対策」の定めに準ずる。 
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第８節 ライフライン施設等の予防対策 
 

大規模地震の発生により町民生活に直結する上下水道、電力、ガス、石油、石油ガス、通信サービ

ス、廃棄物処理施設等のライフライン施設が大きな被害を受けた場合、日常生活や経済活動の場で

ある都市の機能が麻痺し、安否確認、避難や救援・救出活動の応急対策を実施する上での大きな支

障となるだけでなく、避難生活環境の悪化や、町民が早期に通常の生活に戻るための大きな足かせ

となる。 

このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関においては、大規模地震を想定した被害

想定調査の結果に基づいて、各施設の被害を最小限に食い止めるための耐震性の強化、液状化対策、

拠点の分散、代替施設の確保及び系統の多重化等を進めるなど、大規模地震による被害軽減のため

の諸施策を実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

上下水道部 上下水道課 ・水道施設の安全性の向上対策 

・下水道施設の安全性の向上対策 

総務部 危機対策課 ・ライフライン事業者（電力施設、ガス施設、

電信・電話施設）との災害時の連絡調整体制

の整備 

町民生活部 生活環境課 ・廃棄物処理施設の災害予防対策 

 

第１ 水道施設                                  

水道施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節「第１ 水道施設」の定めに準ず

る。 

 

第２ 町域内にある他の水道施設                                

町域内にある他の水道施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節「第２ 町域内

にある他の水道施設」の定めに準ずる。 

 

第３ 下水道施設                                  

下水道施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節「第３ 下水道施設」の定めに

準ずる他、次の対策を実施する。 

１ 下水道施設計画 

町は、下水道施設の新設、改良、更新に当たっては耐震性や液状化対策の向上を計画的に推進

する。 

 

第４ 電力施設                                   

電力施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節「第４ 電力施設」の定めに準ず

る。 
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第５ ガス施設                                   

ガス施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節 「第５ ガス施設」の定めに準ず

る。 

 

第６ 電信・電話施設                                

電信・電話施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節 「第６ 電信・電話施設」

の定めに準ずる。 

 

第７ 共同溝・電線共同溝の整備                           

共同溝・電線共同溝の整備の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節「第７ 共同

溝・電線共同溝の整備」の定めに準ずる。 

 

第８ 廃棄物処理施設                                

廃棄物処理施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第４節「第８ 廃棄物処理施設」

の定めに準ずる。 
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第９節 危険物施設等の予防対策 
 

震災時において、危険物施設等の火災や危険物等の流出等が発生した場合には、周辺地域に多大な

被害を及ぼすおそれがある。 

このため、消防機関等は、各施設の自主保安体制の充実・強化について指導を徹底する等、地震対

策と防災教育や防災訓練の積極的実施を推進する。また、各危険物施設や護岸等の耐震性能の向上、

緩衝地帯の整備を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・危険物等災害の情報収集・伝達、応急活動体制の

整備 

（消防本部） ・危険物等等災害の保安体制の充実・強化・指導 

 

危険物施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 22 節 「第３ 危険物等災害予防対策」

の定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

 

第１ 各施設の予防対策                               

各施設管理者は、緊急停止措置、貯蔵タンク等の緊急遮断弁の設置について検討するとともに、

応急措置又は代替措置により、機能を速やかに回復することができるように計画を策定する。 

また、大容量泡放射システム運搬車両の確保や、運搬経路の複数化、地震発生時の活動や防災組

織との連携、周辺住民の避難対策等について検討を行う。 

【資料 2-35】危険物貯蔵取扱施設一覧 
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第10節 防災知識の普及 
 

自らの命は自らが守るのが防災の基本であり、町民はその自覚を持ち、平常時より、地震に対する

備えを心がけるとともに、災害時には自らの命を守るよう行動することが重要である。また、災害

時には、近隣の負傷者、要配慮者を助ける、指定緊急避難場所や指定避難所で自ら活動する、ある

いは、町、県、国、公共機関、地方公共団体等が行っている防災活動に協力するなど、防災への寄

与に努めることが求められる。 

このため、町は、所属職員に対し、マニュアル等の作成・配付、防災訓練等を通じて防災に関する

制度、自らが行うべき役割等について習熟する機会を積極的かつ継続的に与えるなど、防災知識の

普及に努める。 

また、住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」という防災の基本を

中心に、防災教育、講演会等の事業を積極的に実施しながら地域の地震災害、水害・土砂災害リス

クや災害時にとるべき行動について普及・啓発に努め、自主防災思想の普及、徹底を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・防災知識の普及、徹底 

・防災指導員の養成 

総務課 ・災害教訓の伝承 

教育委員会 教育総務課 ・学校等教育機関における防災教育 

生涯学習課 ・社会教育施設の防災知識の普及、徹底 

保健福祉部 地域福祉課 

健康推進課 

新型コロナウイルス対策室 

・要配慮者への防災知識の普及、徹底 

・「暴力は許されない」意識の普及、徹底 

子ども支援課 ・保育所等における防災教育 

 

第１ 防災知識の普及・徹底                                

防災知識の普及、徹底は、風水害等災害対策編 第２章 第５節 「第１ 防災知識の普及、徹

底」の定めに準ずるほか、次の普及、徹底を図る。 

 

１ 町職員への防災知識の普及 

（１）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

（２）地震・津波に関する一般的な知識 

（３）地震が発生した場合及び緊急地震速報を見聞きした時に具体的にとるべき行動に関する知識 

（４）職員等が果たすべき役割 

（５）地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

（６）今後地震対策として取り組む必要のある課題 

（７）家庭及び地域における防災対策 
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２ 住民への防災知識の普及 

（１） 防災関連行事の実施 

１）東日本大震災発生日の位置づけ検討 

町は、東日本大震災の教訓を忘れず、地震への備えを普及・啓発するため、その発生日(３

月 11 日)の位置づけについて検討する。 

 

（２） 普及・啓発の実施 

町及び県は、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、以下の事項について、防災に関する

テキストやマニュアルの配布、広報誌、パンフレット、新聞広告及びインターネット（ホームペ

ージ、メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）等）、テレビ・ラジオ局、Ｃ

ＡＴＶ局の番組、ビデオ・フィルムの製作・貸出、文字放送等の多種多様な広報媒体の活用や、

有識者による防災をテーマとした研修や講演会、講習会、シンポジウム、座談会、実地研修等の

開催等により、普及・啓発を図る。 

【住民等への普及・啓発を図る事項】 

（１）地震発生時及び緊急地震速報を見聞きしたときにとるべき身を守る行動 

（２）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関

する知識 

（３）地震・津波に関する一般的な知識 

（４）後発地震への注意を促す情報及びこれに基づきとられる措置に関する知識 

（５）災害危険性に関する情報 

１）各地域における避難対象地区 

２）孤立する可能性のある地域内集落 

３）急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 など 

（６）避難行動に関する知識 

１）避難に当たっては徒歩によることを原則とすること 

２）自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促すこと 

３）「立退き避難」、「屋内安全確保」、「緊急安全確保」の意味、行動例等 

４）各地域における災害種別毎の避難場所及び避難路に関する知識 

５）指定緊急避難場所，安全な親戚・知人宅，ホテル・旅館等の避難場所，避難経路等の

確認 

６）各地域における避難指示等の伝達方法 など 

（７）家庭内での予防・安全対策 

１）「最低３日間、推奨１週間」の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペー

パー等の備蓄 

２）非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備 

３）自動車へのこまめな満タン給油 

４）負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

５）飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

６）保険、共済等の生活再建に向けた事前の備え 

７）出火防止等の対策の内容 

８）災害時の家族内の連絡・行動ルールを事前に決めること など 

（８）災害時にとるべき行動 

１）地震が発生した場合の出火防止 

２）近隣の人々と協力して行う救助活動 
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３）自動車運行の自粛 

４）その他避難情報の発令時、後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき行動 

５）避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性

バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとるこ

と 

６）様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）でとるべき行動、指定緊急避難場所

や指定避難所等での行動 など 

（９) その他 

１）正確な情報入手の方法 

２）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

３）帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 

４）通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

５）家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、生活の再

建に資する行動 

６）住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 など 

 

 

第２ 学校等教育機関における防災教育                            

学校等教育機関における防災教育は、風水害等災害対策編 第２章 第５節 「第２ 学校等教育

機関における防災教育」の定めに準ずる。 

 

第３ 町民の取り組                                 

町民の取り組は、風水害等災害対策編 第２章 第５節 「第３ 町民の取組」の定めに準ずる。 

 

第４ 防災指導員の養成                                 

防災指導員の養成は、風水害等災害対策編 第２章 第５節 「第４ 防災指導員の養成」の定め

に準ずる。 

 

第５ 災害教訓の伝承                                 

災害教訓の伝承は、風水害等災害対策編 第２章 第５節 「第５ 災害教訓の伝承」の定めに準

ずる。 
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第11節 地震防災訓練の実施 
 

町は、地震発生時に県、関係機関及び地域住民等が連携を図りながら、初動、応急対策が速やかに

実施できるよう、また、防災意識の普及、高揚を図ることを目的として防災訓練を行う。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・防災訓練の実施とフィードバック 

・通信関係機関の非常通信訓練練 

教育委員会 教育総務課 ・学校等の防災訓練 

生涯学習課 ・社会教育施設の防災訓練 

保健福祉部 子ども支援課 ・保育所等における防災訓練 

（事業所等）  ・防災用資機材の操作方法等の防災訓練 

 

第１ 防災訓練の実施とフィードバック                             

防災訓練の実施とフィードバックは、風水害等災害対策編 第２章 第６節 「第１ 防災訓練の

実施とフィードバック」の定めに準ずる。 

 

第２ 町の防災訓練                                  

町の防災訓練は、風水害等災害対策編 第２章 第６節「第２ 町の防災訓練」の定めに準ずる。 

 

第３ 通信関係機関の非常通信訓練                            

通信関係機関の非常通信訓練は、風水害等災害対策編 第２章 第６節「第３ 通信関係機関の非

常通信訓練」の定めに準ずる。 

 

第４ 学校等の防災訓練                                 
学校等の防災訓練は、風水害等災害対策編 第２章 第６節「第４ 学校等の防災訓練」の定めに

準ずる。 

 

第５ 企業等の防災訓練                                 
企業等の防災訓練は、風水害等災害対策編 第２章 第６節「第５ 企業等の防災訓練」の定めに

準ずる。 
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第12節 地域における防災体制 
 

大規模な地震が発生した場合の被害の拡大を防ぐためには、地域住民、事業所等が連携し迅速かつ

的確な行動をとることが不可欠である。このため、町及び防災関係機関は、地域住民及び事業所に

おける自主防災組織等の育成・強化を図り、消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュ

ニティにおける防災体制の充実を図る。 

また、研修の実施等による防災指導員の育成や多様な世代が参加できるような環境の整備等により、

これらの組織活動の日常化や防災訓練等の実施を促進する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・自主防災組織の育成・指導 

町民生活部 生活環境課 ・自主防災組織の育成・指導 

（自主防災組織）  ・平常時の活動体制の整備 

・災害発生時の活動体制の整備 

（住民）（事業所）  ・地区内の防災活動体制の推進 

 

第１ 地域における自主防災組織の果たすべき役割                       

地域における自主防災組織の果たすべき役割は、風水害等災害対策編 第２章 第７節「第１ 地

域における自主防災組織の果たすべき役割」の定めに準ずる。 

【資料 2-11】自主防災組織設置要綱 

【資料 2-12】自主防災組織の現況 

【資料 2-13】補助金交付要綱 

 

第２ 自主防災組織の育成・指導                               

自主防災組織の育成・指導は、風水害等災害対策編 第２章 第７節「第２ 自主防災組織の育

成・指導」の定めに準ずる。 

 

第３ 自主防災組織の活動                               

自主防災組織の活動は、風水害等災害対策編 第２章 第７節「第３ 自主防災組織の活動」の定

めに準ずる他、次の対策を実施する。 

１ 避難の実施 

町長又は警察官若しくは海上保安官等から避難の指示等が行われた場合には、住民に対して周

知徹底を図り、迅速かつ円滑に避難場所に誘導する。 

避難の実施に当たって、次の点に留意する。 

（１）避難誘導責任者は、職員、消防職員、消防団、交通指導隊とし、次のような危険がないか

を確認しながら実施する。 

１) 市街地………………………………火災、落下物、危険物 

２) 山間部、起伏の多いところ………がけ崩れ、地すべり 

３) 海岸地域……………………………津波 

４) 河 川………………………………津波、決壊・氾濫 
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（２）円滑な避難行動がとれるよう、荷物はあらかじめ用意しておいた必要最小限度とする（タ

オル、着替え、薬 等）。 

（３）避難行動要支援者に対しては、地域住民の協力のもとに避難させる。 

 

第４ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進                       

住民及び事業者による地区内の防災活動の推進は、風水害等災害対策編 第２章 第７節「第４ 

住民及び事業者による地区内の防災活動の推進」の定めに準ずる。 
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第13節 ボランティアのコーディネート 
 

東日本大震災や近年の各種災害では、ボランティアの救援活動等が大きな役割を果たした。このた

め、今後、地域団体やＮＰＯ・ボランティア等は、社会のために自らの時間と技術を自発的かつ無

報酬で提供するというボランティア精神に基づきながら、民間レベルでの横断的な連携を図りつつ、

組織的な活動ができるよう努める。 

一方、町は、そのような民間側の活動に対して側面から積極的に支援していくとともに、自らも専

門的知識や技術を有したボランティアの育成等に努める。 

さらに、災害時におけるボランティア活動の実効を確保するため、民間団体等と行政機関との間で、

ボランティアのコーディネート等に関する機能分担をあらかじめ十分調整する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

保健福祉部 地域福祉課 ・災害ボランティア活動の町の活動支援 

(利府町社会福祉協議会)  ・災害ボランティア活動の環境整備 

・一般ボランティアのコーディネート体制の整

備 

 

第１ ボランティアの役割                                  

ボランティアの役割の主なものは、次のとおりである。 

生活支援に関する 

業務 

・避難所及び災害ボランティアセンターの運営補助 

・炊き出し、食料等の配布 

・救援物資等の仕分け、輸送 

・高齢者、障がい者等の介護補助 

・泥かき、がれき整理等の清掃活動 

・その他被災地での軽作業 

専門的な知識を 

要する業務 

・救護所等での医療、看護、保健予防 

・被災建築物の応急危険度判定 

・被災宅地の危険度判定 

・外国人のための通訳 

・被災者のメンタルヘルスケア 

・高齢者、障がい者等への介護 

・アマチュア無線等を利用した情報通信事務 

・公共土木施設の調査等 

・ＩＴ機器を利用した情報の受発信 

・その他専門的な技術・知識が必要な業務 

 

第２ 災害ボランティア活動の環境整備                            

災害ボランティア活動の環境整備は、風水害等災害対策編 第２章 第８節「第２ 災害ボランテ

ィア活動の環境整備」の定めに準ずる。 
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第３ 専門ボランティアの活用                             

専門ボランティアの活用は、風水害等災害対策編 第２章 第８節「第３ 専門ボランティアの活

用」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 

１ 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定 

被災建築物応急危険度判定は地震で被災した建築物について、被災宅地危険度判定は地震で被

災した宅地について、それぞれその後の地震などによる二次災害の防止を目的として、その危険

性を判定する。 

町は、宮城県建築物等地震対策推進協議会の活動をとおして、町要綱整備及び判定コーディネ

ーターの育成等に努める。 

宮城県建築物等地震防災総合対策フロー(部分) 

 
 

 

第４ 一般ボランティアのコーディネート体制                         

一般ボランティアのコーディネートは、風水害等災害対策編 第２章 第８節「第４ 一般ボラン

ティアのコーディネート体制」の定めに準ずる。 
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第14節 企業等の防災対策の推進 
 

企業等は自ら防災組織を結成するなどして、防災訓練に努めるほか、地域と連携した実践的な訓練

を実施し、地域防災力の向上に寄与する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・企業防災の取り組支援 

・避難確保計画作成の助言及び指導 

保健福祉部 地域福祉課 

新型コロナウイ

ルス対策室 

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作

成、浸水防止対策、避難訓練の実施等支援 

経済産業部 商工観光課 ・業務継続計画（ＢＣＰ）を策定支援 

（事業者）  ・事業継続上の取り組の実施 

（要配慮者利用施設）  ・避難確保計画の作成、浸水防止対策、避難訓

練の実施 

 

第１ 企業等の役割                                 

企業等の役割は、風水害等災害対策編 第２章 第９節「第１ 企業等の役割」の定めに準ずる。 

 

第２ 企業等の防災組織                                

企業等の防災組織は、風水害等災害対策編 第２章 第９節「第２ 企業等の防災組織」の定めに

準ずる。 
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第15節 地震調査研究等の推進 
 

地震に関する調査研究については、国の地震調査研究推進本部や大学等の研究機関などで行われて

きているが、町は、県や研究機関等と連携し、総合的に推進する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・地震調査研究等の推進 

 

第１ 県における調査                                 

１ 地震地盤図の作成（昭和 54～58 年度） 

２ 地震被害想定調査等の実施 

（１）第一次地震被害想定調査（昭和 59～61 年度） 

（２）第二次地震被害想定調査（平成７～８年度） 

（３）第三次地震被害想定調査（平成 14～15 年度） 

（４）第四次地震被害想定調査（平成 22～23 年度 東日本大震災の発生により中止） 

（５）第五次地震被害想定調査 令和３年度から実施中 

３ 津波被害想定調査の実施 

（１）津波被害想定調査（昭和 59～61 年度） 

（２）津波浸水域予測図の作成（平成 14～15 年度） 

４ 主要活断層の調査 

（１）長町～利府線断層帯（平成７～12 年度） 

（２）仙台平野南部地域地下構造調査（平成 14～16 年度） 

 

第２ 調査研究の連携の検討                                 

町は、県が整備を進めている、宮城県沖地震対策研究協議会などを中心とした産学官の連携体制

（ネットワーク）に、必要に応じ、県を通じて参加をするよう検討する。 

 

第３ 被災原因の分析及びフィードバック                            

被災した施設の管理者は、既往の被災事例等を参考に、被災原因の分析、資料収集等を行い、必

要に応じ町又は県に報告するよう努める。 

町は、この報告を受け、又は自ら被災原因の分析等を行い、必要に応じ、基準の改訂、責任の明

確化等適切な措置を講じるよう努める。 

 

第４ 防災対策研究の国際的な情報発信                             

災害の経験を通じて得られる防災対策に関する知見や教訓は、諸外国の防災対策の強化にも資す

ることから、町は、県と協力し、災害から得られた知見や教訓を国際会議等の場を通じて諸外国に

対して広く情報発信・共有するよう努める。 
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第16節 情報通信網の整備 
 

大規模震災時には、固定一般回線や携帯電話が不通あるいは発信規制やふくそうといった事態が予

想されることから、町は、情報の収集・伝達手段の複数化、ネットワークの多ルート化やシステム

のＩＣＴ化を積極的に進めるとともに、防災通信網の確保・整備充実や非常電源の確保、サーバの負

荷分散を図り、災害発生時の応急対策を迅速に推進する。 

このため、町は、平常時から訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努めておく。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・災害通信網の整備 

総務課 ・大容量データ処理への対応 

（消防本部）  ・災害通信網の整備 

 

第１ 町における災害通信網の整備                              

町における災害通信網の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 10 節「第１ 町における災害

通信網の整備」の定めに準ずる。 

【資料 2-14】利府町防災行政無線通信施設 

【資料 2-15】利府町防災行政用無線局運用管理規定 

 

第２ 消防本部における災害通信網の整備                           

消防本部における災害通信網の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 10 節「第２ 消防本部

における災害通信網の整備」の定めに準ずる。 
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第17節 職員の配備体制 
 

町は、地震により災害時には、迅速に災害応急対策を推進するため、また、優先度の高い通常業務

の継続のため、災害の規模に応じて必要な職員を配備・動員し、その活動体制に万全を期する。こ

のため、平常時から各組織の配備・動員計画や業務継続計画（ＢＣＰ）を定めておく。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・

点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検

証等を踏まえた改訂などを行う。 

なお、休日、夜間等の勤務時間外の参集体制についても、同様に定めておく。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・災害対策活動体制の整備 

・防災担当職員の育成 

総務課 ・職員の動員配備 

全部・局・教育委員会 ・業務継続体制・計画(ＢＣＰ)の整備 

（消防本部） ・災害通信網の整備 

 

第１ 町の配備体制                                 

町は、町域において震度４以上を観測する地震が発生した場合には、速やかに警戒本部等所定の

配備体制が構築できるよう体制整備を図る。 

また、町内で震度６弱以上を観測する地震が発生したときには、町災害対策本部を自動的に設置

する。この際、町長不在時の指示伝達体制についても定めておく。 

１ 災害対策本部 

（１）災害対策本部の組織 

利府町災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の組織は、「利府町災害対策本部条例」

に基づき運用する。 
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利府町災害対策本部の組織概要 

 

（２）指揮命令系統 

町長が不在等により災害対策本部長として指揮を執れない場合、副町長が指揮を執る。ただし

それも困難な場合には総務部長とする。 

災
害
対
策
本
部
長
（
町
長
） 

災
害
対
策
副
本
部
長
（
副
町
長
） 

利 府 町 災 害 対 策 本 部 

上 下 水 道 部 
（部長：上下水道部長） 

（副部長：上下水道課長） 

建 設 部 
（部長：都市開発部長） 

（副部長：経済産業部長） 

文 教 部 
（部長：教育長） 

（副部長：教育部長） 

消 防 部 
（部長：消防団長） 

(副部長：消防団副団長) 

衛生班（生活環境課長） 

物資管理班（財務課長） 

企画広報班（秘書政策課長） 

総務班（総務課長、 
選挙管理委員会事務局長） 

防災班（危機対策課長） 

中央分団、東部分団、西部分団、 

南部分団、北部分団(分団長) 

社会教育施設班（生涯学習課長） 

産業班（農林水産課長・商工観光課長） 

建設班（都市整備課長・施設管理課長） 

保育対策班（子ども支援課長） 

支援班（地域福祉課長） 

要配慮者対策班（新型コロナウイ

ルス対策室長） 

救護班（健康推進課長） 

調査班・輸送班（税務課長） 

町民班（町民課長） 

経理班（会計課長） 

利 府 町 災 害 対 策 本 部 員 

総 務 部 
（部長：総務部長） 

（副部長：企画部長） 

（副部長：会計管理者） 

民 生 部 
（部長：町民生活部長） 

（副部長：保健福祉部長） 

（副部長：議会事務局長) 

避難所運営班（生活環境課長・ 

町民課長・議会事務局長） 

学校班（教育総務課長） 

業務班・応急対策班（上下水道課長） 

交通指導班（交通指導隊長） 
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（３）災害対策本部の設置及び廃止 

災害対策本部は、町内に相当規模以上の災害時において、町長が必要と認めたときに設置(た

だし、町内で震度６弱以上を観測する地震が発生したとき又は町内に特別警報が発表されたとき

は自動的に設置する)し、災害の危機が解消し、又は災害に対する応急対策が完了したと町長が

認めたときに廃止する。そのために、平常時から、町長が必要と認めた場合の指示系統をあらか

じめ周知しておく。 

なお、設置及び廃止した場合は、その旨を直ちに県及び関係機関、町民等に報告、周知する。 

（４）設置場所等 

警戒本部及び災害対策本部の設置場所は、本庁舎２階会議室とし、、本庁舎が被害を受け使用

できなくなった場合の代替庁舎の設置場所は、利府町文化交流センター「リフノス」とする。 

（５）災害対策本部の運営 

町長は、次の組織を運営するに当たって、平常時から各組織の構成メンバー、設置する際の連

絡系統等についてあらかじめ周知しておく。 

１) 本部会議 

本部長は、本部長、副本部長及び本部員で構成する本部会議を開催し、災害予防及び災害応

急対策に関する重要事項について協議決定する。 

２) 部 

災害対策本部各部は、町における災害対策活動組織として、本部会議の決定した方針に基づ

き災害対策業務を行う。 

３) 現地災害対策本部 

町長は、局地災害の応急対策を強力に推進するため特に必要があると認めるとき、災害対策

本部に現地災害対策本部を設置し、現地において当該災害対策本部の事務の一部を行う。 

２ 警戒本部・特別警戒本部等 

（１）警戒本部 

総務部長は、町内で震度４を観測したときに警戒本部を設置し、災害応急対策を実施する。 

（２）特別警戒本部 

副町長は、震度５弱若しくは震度５強 を観測したときに特別警戒本部を設置し、災害応急対

策を実施する。 

（３）水防本部 

町長は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第４条の規定に基づき定めた水防計画により、洪

水による水害を警戒し、防ぎょするための水防本部を設置し、水防応急対策を実施する。 

ただし、災害対策本部が設置されたときは、その組織に統合される。 

３ 町職員の動員配備 

（１）配備体制 

町職員の配備体制は、「利府町災害対策本部運営要綱」に定めるところによる。また、町長は、

大規模災害における災害対応等の教訓を踏まえた体制整備を図る。
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（２）夜間・休日等における体制 

町は、休日、夜間等勤務時間外に災害が発生した場合を想定し、特に町長等幹部職員及び防災

担当課職員の参集手段について定め、速やかな災害対策本部の立ち上げが可能な体制を構築して

おく。 

また、夜間、休日等の勤務時間外において自然災害等が発生した場合に、情報収集及び初動対

応を迅速かつ的確に行うための危機管理当直員を配置する。 

（３）伝達系統 

職員の非常招集の概要は、細部の連絡系統について各組織にあらかじめ周知する。 

（４）職員の応急配備 

初動時における非常配備については、各課の分掌事務に応じて作成された配備編成計画による。

また、初動時対応可能な複数の職員を事前に指定し、災害対策本部の初動体制の構築を図る。 

４ 大規模災害発生時の県からの職員派遣 

大規模災害発生時は、県から災害対策支援のため、以下の職員が派遣される場合がある。町は、

当該職員の派遣・受入れについて、事前に連絡体制や受入体制の構築を図る。 

（１）初動派遣職員 

町が大規模な災害を被り災害対策支援が必要な場合、被害状況及び応急対策の実施状況等に関

する情報（人命救助、人的・物的被害、指定避難所設置、必要な物資等に係る現状及び要望等）

を収集し、町職員に代わって宮城県総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）、防災ＦＡＸ（市町

村被害状況報告要領に基づく報告様式）又は持参した衛星携帯電話により、県地方支部に報告す

る。 

（２）災害対策本部会議連絡員の派遣 

本町において災害対策本部が設置された場合、町本部会議の内容等について情報収集を行う職

員を派遣する。 

（３）災害応援従事職員の派遣 

町長が、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 68 条の規定に基づき応援を要求した場

合、県は、災害応援従事職員を派遣する。 

５ 災害復旧（復興）対策本部の設置及び廃止 

災害の危機が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと町長が認め、災害対策

本部を廃止した場合には、必要に応じて災害復旧（復興）対策を円滑かつ適切に推進するため、

町復旧（復興）対策本部を設置する。 

町復旧（復興）対策本部の運営に関し、必要な事項は被災の状況に応じ、その都度定める。 

 

第２ 防災関係機関等の配備体制                           

防災関係機関等の配備体制は、風水害等災害対策編 第２章 第 11 節「第２ 防災関係機関等の

配備体制」の定めに準ずる。 

 

第３ 防災担当職員の育成                                

防災担当職員の育成は、風水害等災害対策編 第２章 第 11 節「第３ 防災担当職員の育成」の

定めに準ずる。 

 

 

 



第２編 第１章 地震災害予防対策 

第 17 節 職員の配備体制 

地震編 34 

第４ 人材確保対策                                   

人材確保対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 11 節「第４ 人材確保対策」の定めに準ずる。 

 

第５ 感染症対策                                   

感染症対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 11 節「第５ 感染症対策」の定めに準ずる。 

 

第６ 応急活動のためのマニュアルの作成                         

応急活動のためのマニュアルの作成は、風水害等災害対策編 第２章 第 11 節「第６ 応急活動

のためのマニュアルの作成」の定めに準ずる。 

 

第７ 業務継続計画(ＢＣＰ)                               

業務継続計画(ＢＣＰ)は、風水害等災害対策編 第２章 第 11 節「第７ 業務継続計画(ＢＣＰ)」

の定めに準ずる。 

【資料 2-16】利府町ＢＣＰ の重要６ 要素 
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第18節 防災拠点等の整備・充実 
 

震災時における防災対策を推進する上で重要となる防災拠点等について、早急に整備・充実を図る。

また、災害時に必要となる防災物資・資機材等の整備については、防災拠点と関連付けて整備・充

実を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・臨時ヘリポートの整備 

・防災用資機材等の整備・充実 

企画部 財務課 ・庁舎（防災拠点）等の整備 

（消防本部）  ・臨時ヘリポートの整備 

 

第１ 防災拠点の整備及び連携                            

防災拠点の整備及び連携は、風水害等災害対策編 第２章 第 12 節「第１ 防災拠点の整備及び

連携」の定めに準ずる。 

 

第２ 防災拠点機能の確保・充実                           

防災拠点機能の確保・充実は、風水害等災害対策編 第２章 第 12 節「第２ 防災拠点機能の確

保・充実」の定めに準ずる。 

 

第３ ヘリポートの整備                               

ヘリポートの整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 12 節「第３ ヘリポートの整備」の定め

に準ずる。 

 

第４ 防災資機材等の整備・充実                           

防災資機材等の整備・充実は、風水害等災害対策編 第２章 第 12 節「第４ 防災資機材等の整

備・充実」の定めに準ずる。 

 

第５ 防災用資機材の確保対策                            

防災用資機材の確保対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 12 節「第５ 防災用資機材の確保

対策」の定めに準ずる。 
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第19節 相互応援体制の整備 
 

大規模な災害時には、その業務量と時間的制約等により、町だけでの災害応急対策の実施が困難と

なる場合があることから、迅速、かつ、的確な防災対策を実施するため、町は、他の地方公共団体

等との広域的相互応援体制の整備充実を図り、その実効性の確保に留意する。 

なお、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な地震災害等によ

る同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定締結も考慮するとともに、

多種・多様な団体との災害時の応援協定の締結を推進する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・受入れ体制の整備 

・相互応援協定の締結等 

・受援体制の整備 

（消防本部）  ・消防相互応援体制等の整備 

 

第１ 相互応援体制の整備                              

相互応援体制の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第１ 相互応援体制の整備」の

定めに準ずる。 

 

第２ 町の応援協定                                 

町の応援協定は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第２ 町の応援協定」の定めに準ずる。 

【資料 2-17】相互応援協定等 

 

第３ 消防機関における消防相互応援体制等の整備                     

消防機関における消防相互応援体制等の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第３ 

消防機関における消防相互応援体制等の整備」の定めに準ずる。 

 

第４ 相互応援体制の強化充実                                 

相互応援体制の強化充実は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第４ 相互応援体制の強化

充実」の定めに準ずる。 

 

第５ 非常時連絡体制の確保                              

非常時連絡体制の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第５ 非常時連絡体制の確保」

の定めに準ずる。 

 

第６ 資機材及び施設等の相互利用                              

資機材及び施設等の相互利用は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第６ 資機材及び施設

等の相互利用」の定めに準ずる。 
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第７ 救援活動拠点の確保                              

救援活動拠点の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第７ 救援活動拠点の確保」の

定めに準ずる。 

 

第８ 関係団体との連携強化                            

関係団体との連携強化は、風水害等災害対策編 第２章 第 13 節「第８ 関係団体との連携強化」

の定めに準ずる。 
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第20節 医療救護体制・福祉支援体制の整備 
 

大規模地震災害時には、同時に多数の負傷者の発生が予想され、また、医療機関の被災、ライフラ

インの機能停止、交通・通信網の混乱等により十分な診療提供体制が確保できない可能性があり、

迅速な医療救護が要求されることから、町は医療関係機関等と緊密な連携を図りながら、町民の生

命と健康を守るため、医療救護体制の整備に努める。 

また、大規模災害時における避難所等の高齢者、障がい者、乳幼児等に対する福祉支援体制の整備

に努める。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

保健福祉部 健康推進課 ・医療救護活動体制の整備 

・医療救護体制に係る情報連絡体制の整備 

・医薬品、医療資機材の整備 

・医療救護活動に係わる研修や訓練の実施 

地域福祉課 

新型コロナウイルス対策

室 

・福祉支援体制の整備 

（消防本部）  ・負傷者の医療機関への搬送体制の整備 

 

第１ 町の救護活動体制の整備                            

町の救護活動体制の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第１ 町の救護活動体制の

整備」の定めに準ずる。 

【資料 2-18】救護所の設置場所 

【資料 2-19】医療機関等の状況 

 

第２ 災害時後方医療体制                               

災害時後方医療体制は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第２ 災害時後方医療体制」の

定めに準ずる。 

【資料 2-20】拠点病院の位置図 

 

第３ 在宅要医療患者の医療救護体制                          

在宅要医療患者の医療救護体制は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第３ 在宅要医療患

者の医療救護体制」の定めに準ずる。 

 

第４ 医療救護体制に係る情報連絡体制の整備                      

医療救護体制に係る情報連絡体制の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第４ 医療

救護体制に係る情報連絡体制の整備」の定めに準ずる。 

 

第５ 医薬品、医療資機材の整備                            

医薬品、医療資機材の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第５ 災医薬品、医療資

機材の整備」の定めに準ずる。 
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第６ 医療救護活動に係わる研修や訓練の実施                         

医療救護活動に係わる研修や訓練の実施は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第６ 医療

救護活動に係わる研修や訓練の実施」の定めに準ずる。 

 

第７ 心のケアの専門職からなるチームの整備                         

心のケアの専門職からなるチームの整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第７ 心の

ケアの専門職からなるチームの整備」の定めに準ずる。 

 

第８ 福祉支援体制の整備                                  

福祉支援体制の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 14 節「第８ 福祉支援体制の整備」の

定めに準ずる。 
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第21節 火災予防対策 
 

地震に伴う火災は、同時多発的に発生することが予想され、大規模災害になる可能性が高い。町及

び消防本部は、出火防止はもとより、初期消火、火災の延焼防止のため、火災予防対策の徹底に努

める。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・火災の情報収集・伝達、応急活動体制の整備 

（消防本部） ・火災の防災活動の推進 

（消防団） ・消防団の育成 

 

第１ 出火防止、火災予防の徹底                           

出火防止、火災予防の徹底は、風水害等災害対策編 第２章 第 22 節 第１ 火災予防対策 「２  

防災活動の促進」、「６ 火災予防措置」の定めに準ずる。 

【資料 2-32】婦人防火クラブ連合会 

 

第２ 消防力の強化                                 

消防力の強化は、風水害等災害対策編 第２章 第 22 節 第１ 火災予防対策 「１ 情報の収集・

伝達体制の整備」、「３  消防組織の充実強化」、「４ 消防力の強化」、「５ 消防団の育成」

の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 

１ 車両及び資機材等の整備促進 

町及び消防本部は、消火活動に必要な車両及び資機材等の整備促進に努める。なお、地震防災

上緊急に整備すべき施設等に関するものについては、五箇年計画に基づき整備促進を図る。 

【資料 2-34】利府町消防団装備 

 

第３ 消防水利の整備                               

消防水利の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 22 節 第１ 火災予防対策「４ 消防力の強

化」の定めに準ずる。 

【資料 2-33】利府管内調査区域別水利設置状況 

 

第４ 消防計画の充実強化                               

消防計画の充実強化は、風水害等災害対策編 第２章 第 22 節 第１ 火災予防対策「７ 消防計

画の充実強化」の定めに準ずる。 
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第22節 緊急輸送体制の整備 
 

物資等の緊急輸送は、情報収集・伝達と併せて災害応急対策活動の中心をなすものであり、輸送路

と輸送手段が確保されて初めて効率的な緊急輸送が可能となる。 

このため、町はあらかじめ緊急輸送路、輸送体制について定めておく。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

都市開発部 都市整備課 ・緊急輸送道路の確保及び整備 

施設管理課 ・緊急輸送ネットワークの設定 

・道路啓開体制の整備 

総務部 危機対策課 ・緊急輸送ネットワークの設定 

・臨時ヘリポートの確保 

企画部 財務課 ・緊急通行車両に係る確認手続き 

（消防本部）  ・臨時ヘリポートの確保 

 

第１ 緊急輸送ネットワークの形成                          

緊急輸送ネットワークの形成は、風水害等災害対策編 第２章 第 15 節 「第１ 緊急輸送ネッ

トワークの形成」の定めに準ずる。 

 

第２ 緊急輸送道路の確保                              

緊急輸送道路の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 15 節 「第２ 緊急輸送道路の確保」

の定めに準ずる。 

 

第３ 臨時ヘリポートの確保                              

臨時ヘリポートの確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 15 節 「第３ 臨時ヘリポートの確

保」の定めに準ずる。 

【資料 2-21】ヘリポート適地の状況 

 

第４ 建物屋上の対空表示(ヘリサイン)の整備                         

建物屋上の対空表示(ヘリサイン)の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 15 節 「第４ 建

物屋上の対空表示(ヘリサイン)の整備」の定めに準ずる。 

 

第５ 緊急輸送体制                                   

緊急輸送体制は、風水害等災害対策編 第２章 第 15 節 「第５ 緊急輸送体制」の定めに準ず

る。 

 

第６ 漁港機能の確保                                   

漁港機能の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 15 節 「第６ 漁港機能の確保」の定めに

準ずる。 
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第23節 避難対策 
 

大規模地震災害時には、避難者が多数発生するおそれがある。このため、町は、人命を守ることを

最優先に、救助の万全を期するため、必要な計画の作成、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、

設備、物資及び資金の整備に努め、緊急に避難する場所としての指定緊急避難場所・避難場所へ向

かう避難路・避難階段等の整備など、災害発生後に町民等が円滑に避難できるよう、避難対策を強

化するとともに、防災（防災・減災への取り組実施機関）と福祉の連携により、高齢者に対し、適

切な避難行動に関する理解の促進を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・徒歩避難の原則の周知 

・指定緊急避難場所の確保 

・避難誘導体制の整備 

・避難計画の策定 

企画部 秘書政策課 ・避難に関する広報体制の整備 

都市開発部 都市整備課 ・避難路等の整備 

保健福祉部 地域福祉課 

健康推進課 

新型コロナウイルス対策室 

・避難行動要支援者の支援体制の整備 

・感染症の自宅療養者への対応 

子ども支援課 ・児童等の安全対策 

教育委員会 教育総務課 ・児童生徒の安全対策 

町民生活部 町民課 ・外国人等への対応 

（消防本部）  ・避難誘導体制の整備 

（消防団）  ・避難誘導体制の整備 

 

第１  徒歩避難の原則の周知                                 

地震発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがある

ことから、地震発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。 

このため、町は、自動車免許所有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の原則の周知に

努める。 

 

第２ 指定緊急避難場所の確保                            

指定緊急避難場所の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第３ 指定緊急避難場所

の確保」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

１ 避難場所の条件 

（１）建物は十分な耐震性を有すること。又は、場所・その周辺に、地震発生時に人の生命・身

体に危険を及ぼすおそれのある建築物や工作物等の物がないこと。 

（２）火災による輻射熱による被害の危険性のない場所であること。 

（３）津波浸水深以上の高さを有し、浸水等の被害のおそれのない場所であること。 

（４）地割れ、崖崩れのおそれのない場所であること。 

【資料 2-22】指定緊急避難場所一覧 

 



第２編 第１章 地震災害予防対策 

第 23 節 避難対策 

地震編 43 

第３ 避難路の確保                                

町は、避難場所、避難路等を明確にし、指定する場合、次の事項に留意する。また、避難路を選

定した場合、周辺道路の交通規制について道路管理者及び県公安委員会と協議し、避難路の確保を

図るとともに、特にスクールゾーンにおける危険施設（ブロック塀等）の調査を行い、危険要因の

排除に努める。 

・十分な幅員があること。 

・万一に備えた複数路の経路の確保を考慮すること。 

・津波、崖崩れ等の危険箇所を通過しない経路であること。 

 

第４ 避難路等の整備                               

避難路等の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第５ 避難路等の整備」の定めに

準ずる。 

 

第５ 避難誘導体制の整備                               

避難誘導体制の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第６ 避難誘導体制の整備」

の定めに準ずる。 

 

第６ 避難行動要支援者の支援方策                              

避難行動要支援者の支援方策は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第７ 避難行動要支

援者の支援方策」の定めに準ずる。 

 

第７ 教育・保育機関における対応                             

教育・保育機関における対応は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第８ 教育・保育機

関における対応」の定めに準ずる。 

 

第８ 避難計画の策定                                 

避難計画の策定は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第９ 避難計画の策定」の定めに

準ずる。 

 

第９ 避難に関する広報                                

避難に関する広報は、風水害等災害対策編 第２章 第 16 節 「第 10 避難に関する広報」の定

めに準ずる。 
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第24節 避難受入れ対策 
 

大規模災害発生時には、火災等二次災害により、避難が長期化するおそれがある。 

このため、町は、あらかじめ、緊急に避難する避難所について、発災の際速やかに開設、運営がで

きるように指定するとともに、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局や被災者支援の仕

組み等を明確化した避難所運営マニュアルを定めておく。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・避難所の確保 

・指定避難所の施設・設備の整備 

・帰宅困難者の発生抑制対策 

・被災者等への情報伝達体制等の整備 

・孤立集落の発生抑制対策 

・広域避難の協力体制の整備 

町民生活部 生活環境課 

町民課 

・避難所の運営・管理体制の整備 

・避難の長期化における受入れ体制の整備 

議会事務局 

町民生活部 生活環境課 ・避難所における愛護動物の管理体制の整備 

保健福祉部 地域福祉課 ・福祉避難所の確保体制の整備 

子ども支援課 ・児童施設を指定避難所とする場合の体制の整備 

教育委員会 教育総務課 ・教育施設を指定避難所とする場合の体制の整備 

都市開発部 都市整備課 ・応急仮設住宅供給体制の整備 

 

第１ 避難所の確保                                

避難所の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第１ 避難所の確保」の定めに準ず

る。 

【資料 2-17-19】災害時の福祉避難所協定書 

【資料 2-17-23】災害発生時における福祉避難所の確保に関する協定書 

【資料 2-23】指定避難所等一覧 

 

第２ 避難の長期化対策                               

避難の長期化対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第２ 避難の長期化対策」の定

めに準ずる。 

 

第３ 避難所における愛護動物の対策                        

避難所における愛護動物の対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第３ 避難所にお

ける愛護動物の対策」の定めに準ずる。 

 

 

 

 

第４ 応急仮設住宅対策                               
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応急仮設住宅対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第４ 応急仮設住宅対策」の定

めに準ずる。 

 

第５ 帰宅困難者対策                                

帰宅困難者対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第５ 帰宅困難者対策」の定めに

準ずる。 

 

第６ 被災者等への情報伝達体制等の整備                       

被災者等への情報伝達体制等の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第６ 被災者

等への情報伝達体制等の整備」の定めに準ずる。 

 

第７ 孤立集落対策                                   
孤立集落対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 17 節 「第７ 孤立集落対策」の定めに準ず

る。 
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第25節 食料・飲料水及び生活物資の確保 
 

住宅の被災等による食料、飲料水及び生活物資（衣料、寝具、日用雑貨品等）の喪失、流通機能の

一時的な停止や低下等が起こった場合は、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、発災直後から時間経過に応じ、被災者に対し円滑に食料、飲料水、燃料及び生活物資の

供給が行われるよう、物資の備蓄、調達及び輸送体制の整備を図っていく。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

総務部 危機対策課 ・食料及び生活物資等の供給計画の策定 

・食料及び生活物資等の備蓄 

・燃料の調達、供給体制の整備 

町民生活部 税務課 ・食料及び生活物資等の輸送体制の整備 

生活環境課 

町民課 

・食料及び生活物資等の調達体制の整備 

議会事務局 

保健福祉部 地域福祉課 

健康推進課 

新型コロナウイルス対策室 

・食料及び生活物資等の調達体制の整備 

上下水道部 上下水道課 ・給水資機材の整備、給水体制の整備 

 

第１ 住民等のとるべき措置                                

住民等のとるべき措置は、風水害等災害対策編 第２章 第 18 節 「第１ 住民等のとるべき措

置」の定めに準ずる。 

 

第２ 食料及び生活物資等の供給計画の策定                       

食料及び生活物資等の供給計画の策定は、風水害等災害対策編 第２章 第 18 節 「第２ 食料

及び生活物資等の供給計画の策定」の定めに準ずる。 

 

第３ 食料及び生活物資等の備蓄                           

食料及び生活物資等の備蓄は、風水害等災害対策編 第２章 第 18 節 「第３ 食料及び生活物

資等の備蓄」の定めに準ずる。 

 

第４ 食料及び生活物資等の調達体制                         

食料及び生活物資等の調達体制は、風水害等災害対策編 第２章 第 18 節 「第４ 食料及び生

活物資等の調達体制」の定めに準ずる。 

 

【資料 2-24】非常食在庫数量 

【資料 2-25】利府町防災備蓄倉庫備蓄品一覧表 

【資料 2-26】利府町水道施設災害配備 

【資料 2-27】給水資機材一覧 
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第５ 食料及び生活物資等の輸送体制の整備                         

食料及び生活物資等の輸送体制の整備は、風水害等災害対策編 第２章 第 18 節 「第５ 食料

及び生活物資等の輸送体制の整備」の定めに準ずる。 

 

第６ 燃料の確保                                    

燃料の確保は、風水害等災害対策編 第２章 第 18 節 「第６ 燃料の確保」の定めに準ずる。 
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第26節 要配慮者・避難行動要支援者への支援対策 
 

大規模地震災害時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、アレルギー等の慢性疾患を有する者、

外国人等の要配慮者、また団体旅行客等も被災することが考えられ、その場合、より危険・困難な

状態に置かれる可能性があること、さらに避難後の生活においても配慮を必要とすることが予想さ

れるため、その対策について整備する。 

なお、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため特に支援を要する者を「避難行動要支援者」とし、避難時の支援策を整備する。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

保健福祉部 地域福祉課 ・社会福祉施設等の安全確保支援 

・要配慮者の把握、情報の管理 

・避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作

成 

・災害時の高齢者、障がい者等への支援体制の

整備 

・福祉避難所の整備・指定 

新型コロナウイルス対策室 ・避難行動要支援者への支援体制の整備 

町民生活部 町民課 ・災害時の外国人への支援体制の整備 

経済産業部 商工観光課 ・災害時の旅行客への支援体制の整備 

 

第１ 高齢者、障がい者等への対策                            

高齢者、障がい者等への対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 19 節 「第１ 高齢者、障が

い者等への対策」の定めに準ずる。 

【資料 2-28】緊急通報システム 

【資料 2-29】福祉避難所一覧 

 

第２ 外国人への支援対策                              

外国人への支援対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 19 節 「第２ 外国人への支援対策」

の定めに準ずる。 

 

第３ 旅行客への支援対策                              

旅行客への支援対策は、風水害等災害対策編 第２章 第 19 節 「第３ 旅行客への支援対策」

の定めに準ずる。 
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第27節 複合災害対策 
 

大規模災害から町民の命を守るためには、最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその

災害によって引き起こされる被害を的確に想定し、それに対する可能な限りの備えを行う必要があ

る。 

一つの災害が他の災害を誘発し、それぞれが原因となり、あるいは結果となって全体としての災害

を大きくする場合や別々の災害が偶発的に同時期に発生する場合などを意識し、そういった複合災

害について、より厳しい事態を想定した対策を講じる。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

全部・局・教育委員会 ・複合災害の応急対策への備え、防災活動体制の整備 

 

第１ 複合災害の応急対策への備え                          

複合災害の応急対策への備えは、風水害等災害対策編 第２章 第 20 節 「第１ 複合災害の応

急対策への備え」の定めに準ずる。 

 

第２ 複合災害に関する防災活動                          

複合災害に関する防災活動は、風水害等災害対策編 第２章 第 20 節 「第２ 複合災害に関す

る防災活動」の定めに準ずる。 
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第28節 災害廃棄物対策 
 

大規模災害発生後、大量に発生する災害廃棄物（災害によって発生する廃棄物及び被災者の生活に

伴い発生する廃棄物）や倒壊物・落下物等による障害物は、住民の生活に著しい混乱をもたらすこ

とが予想される。 

このため、町は、廃棄物処理活動が迅速に行われるよう大量の災害廃棄物が発生した場合に必要と

なる広域処理も含めた災害廃棄物の処理・処分体制の確立を図るとともに、混乱の中でも行えるリ

サイクルのための分別方法や排出方法を定め、啓発を行う。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

町民生活部 生活環境課 ・災害時の災害廃棄物相互協力体制の整備 

・避難所等の生活環境の確保体制の整備 

 

第１ 処理体制                                    

災害廃棄物処理体制は、風水害等災害対策編 第２章 第 21 節 「第１ 処理体制」の定めに準

ずる。 

【資料 2-30】一般廃棄物処理施設の整備状況 

【資料 2-31】廃棄物処理業者の清掃資機材保有状況 

 

第２ 主な措置内容                                    

主な措置内容は、風水害等災害対策編 第２章 第 21 節 「第２ 主な措置内容」の定めに準ず

る。 
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第29節 積雪期における地震災害予防 
 

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが予想されるため、町

は、除雪体制の強化、避難体制の整備等、総合的な雪に強いまちづくりを推進するものとし、積雪

期の地震被害の軽減を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 担当課,室,局等 担当業務 

都市開発部 施設管理課 ・除雪体制等の整備 

町民生活部 生活環境課 

総務部 危機対策課 ・家屋のこまめな雪下ろしの励行等の周知 

 

第１ 除雪体制等の整備                                

道路管理者（町道：都市開発部）は、積雪期に適した道路整備に努めるとともに、他道路管理者

と相互連携の下に、除雪を強力に推進する。また、雪崩、地吹雪等によりたびたび通行止めが発生

する箇所については、雪崩防止柵や防雪柵等の施設を整備する。 

町は、地震時における家屋倒壊を防止するため、こまめな雪下ろしの励行等の広報を積極的に行

うとともに、自力での屋根雪処置が不可能な世帯等の除雪負担の軽減を図るため、地域の助け合い

による相互扶助体制を確立する。 

また、積雪期においては、消防水利の確保に困難を来すことが考えられるため、消防機関におい

ては、特に積雪期における消防水利の確保について十分配慮する。 
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第２章 地震災害応急対策 
 

 

 

 

この計画は、県防災計画に基づき、来るべき災害について一定の条件の想定のもとに作成し

ている。 

そのなかで、被害を最小限とするための対応のあり方を検討しているが、当初の条件を越え

る災害の発生に対しては、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、これまでの大災害で

経験したことのないような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被災、町の行政機能の喪失、

交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生、ガソリン等の燃料を含む各種物資の

著しい不足などを含め、事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつ

つ、各々の職掌において柔軟に対応し、最善の応急策を講じる必要がある。 
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第１節 情報の収集・伝達 
 

地震や津波による被害を最小限にとどめるためには、これらの情報を一刻も早く地域住民や観光客

に伝達することが重要である。特に高齢者、障がい者等の要配慮者への伝達に万全を期する。また、

円滑な応急対策活動を実施するため各防災関係機関は、緊密な連携のもと災害に関する情報を迅速、

かつ的確に把握する体制を整える。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 

 

防災班 ・地震情報の収集及び伝達 

・被害状況の収集 

・通信手段の確保 

・関係機関との連絡調整 

・防災行政無線の確保 

物資管理班 ・庁舎内施設の保全 

総務班 ・通信及び電算システムの保全 

民生部 調査班 ・現地調査班の派遣 

各部 施設管理担当 ・施設の被害状況の確認 

消防部 消防団 ・被害状況の収集 

（消防本部） 
 ・被害状況の収集 

・消防無線の確保 

 

第１ 緊急地震速報                                

１ 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、震度

４以上又は長周期地震動階級 3以上が予想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する

（利府町は宮城県中部）。また、最大震度３以上又はマグニチュード 3.5 以上等と予想されたと

きに、緊急地震速報(予報)を発表する。 

日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。なお、緊急地震速報(警

報)のうち予想震度が６弱以上のものを特別警報に位置付けている。 

仙台管区気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

※ 緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析する

ことにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報

である。このため、震源付近では強い揺れの到達に原理的に間に合わない場合がある。 

２ 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨ

Ｋ）に伝達する。また、放送事業者等の協力を得て、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を

含む)、携帯電話（緊急速報メール機能含む)、ワンセグ等を用いて広く国民一般への緊急地震速

報の提供に努める。 

町は、総務省消防庁の全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を通じて当該情報を受理した

場合は、伝達を受けた緊急地震速報を防災行政無線（戸別受信機を含む）等により住民等へ伝達

する。 
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なお、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、町防災行政無線を始めとした効果的かつ

確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努める。 

３ 緊急地震速報を受信した場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震速

報を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる。そのため町は下記の内容を町民

等へ周知する。 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など屋内 ○頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無

理して消火しない。 

・扉の近くにいれば、扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパートなど

の集客施設 

○館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動

する。 

＜注意＞ 

・あわてて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

街など屋外 ○ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離

れる。 

○ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離

れる。 

○丈夫なビルのそばであれば、ビルの中に避難する。 

車の運転中 ○後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわてて

スピードを落とすことはしない。 

○ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、

急ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。 

○大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、でき

るだけ安全な方法により道路の左側に停止させる。 

 

 

第２ 地震・津波情報                                

仙台管区気象台は、地震・津波情報を伝達する。これらの情報は、防災関係機関等へ伝達され、

報道関係機関の協力を得て住民に周知される。 

１ 情報の種類 

仙台管区気象台は、地震、津波に関する現象及び観測成果を内容とした地震情報を伝達する。 
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（１）地震情報の種類と内容 

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 ○地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を約 188 地域に区

分）と地震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する 

情報 

・震度３以上 

（津波警報又は津波注意報を発

表した場合は発表しない） 

○地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

○「津波の心配がない」又は「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配

はない」旨を付加。 

震源・震度に 

関する情報 

（※） 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報又は津波注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場

合 

・緊急地震速報(警報)を発表した

場合 

○地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村毎の観測した震度を発表。 

○震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の市町村名を発表。 

各地の震度に

関する情報

（※） 

・震度１以上 ○震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表。 

○震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表。 

○地震が多数発生した場合には、震度３以

上の地震についてのみ発表し、震度２以

下の地震については、その発生回数を

「その他の情報(地震回数に関する情

報)」で発表。 

推計震度 

分布図 

・震度５弱以上 ○観測した各地の震度データをもとに、

250m 四方ごとに推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表。 

長周期地震動

に関する観測

情報 

・震度３以上 ○高層ビル内での被害の発生可能性等に

ついて、地震の発生場所(震源)やその規

模(マグニチュード)、地域ごと及び地点

ごとの長周期地震動階級等を発表(地震

発生から約 10 分後に気象庁ホームペー

ジ上に掲載)。 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震について以

下のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の

大きな地震を観測した場合 

○地震の発生時刻、発生場所(震源)やその

規模（マグニチュード）をおおむね 30

分以内に発表。 

○日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表。 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合な

ど 

○顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表。 

※ 気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では，「震源・震度に関する情報」と「各地の震
度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。 
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（２）津波情報等 

津波情報、津波警報等の詳細については津波災害対策編 第２章 第１節「第２ 地震・津波情

報」を参照すること。 
２ 地震情報等の伝達 

地震情報等の伝達は、風水害等災害対策編 第３章 第１節「第４ 気象警報等の伝達」の定め

に準ずる。 

３ その他の情報等の発表 

仙台管区気象台は、地震発生後の余震発生状況や降雨状況を監視し、二次災害防止のために地

震情報のほか気象情報等も発表し、注意を喚起する。 

また、震度５強以上を観測する地震が発生した市町村では、地盤が脆弱になっている可能性が

高く、雨による土砂災害の危険性が通常より高いと考えられることから、大雨警報（土砂災害）・

大雨注意報及び土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用する。 

 

第３ 災害情報の収集・伝達                             

地震発生直後の災害情報の収集・伝達は、風水害等災害対策編 第３章 「第２節 情報の収集・

伝達」の定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

 

１ 情報の収集 

（１）漁港管理者及び海岸管理者は、地震の揺れが収まり、津波の心配がないと確認された後、

二次災害の発生に十分注意の上、速やかに施設の調査を実施し、被害状況を把握するとともに、

二次災害の危険性の有無等の検討を行い、応急復旧・本復旧工事等を効率的に行う。また、港湾・

漁港施設については、緊急物資輸送拠点としての重要な施設を含むことから、施設の使用可否等

の検討を行う。 

【資料 3-6】関係機関の通報先一覧 

【資料 3-7】被害調査区分 

【資料 3-8】報告担当及び連絡先 

【資料 3-9】市町村被害状況報告要領 

 

第４ 通信・放送手段の確保                              

通信・放送手段の確保は、風水害等災害対策編 第３章 「第３節 通信・放送施設の確保」の定

めに準ずる。 

 

【資料 2-14】利府町防災行政無線通信施設 

【資料3-11】災害時優先電話 

【資料3-12】災害用伝言ダイヤル 
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第２節 災害広報活動 
 

町及び報道機関は、住民の生命、財産を保全するため、仙台管区気象台からの情報をはじめとする

地震情報、避難所等の状況、安否情報等のその時々に必要な情報を各防災関係機関と連携を取りな

がら、迅速かつ的確に提供する。 

また、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、都市部における帰宅困難者等情

報の入手が困難な被災者に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

なお、情報の提供に当たっては、要配慮者に十分配慮するよう努める。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 

 

企画広報班 ・災害関係の広報活動 

・広聴活動の実施（相談窓口の設置） 

総務班 ・各防災機関が実施する広報の調整 

・報道関係機関と連絡調整 

防災班 ・防災関係機関と連絡調整 

・安否情報の情報の収集提供等 

 

第１ 社会的混乱の防止                              

社会的混乱の防止は、風水害等災害対策編 第３章 第４節「第１ 社会的混乱の防止」の定めに

準ずる。 

 

第２ 町の広報活動                                

町の広報活動は、風水害等災害対策編 第３章 第４節「第２ 町の広報活動」の定めに準ずる他、

次の対策を実施する。 

 

１ 広報事項 

町は、地域内の各防災機関が実施する広報を調整し、関係機関と連携して、被災者に役立つ、

正確かつきめ細やかな次の情報を適切に提供する。 

（１）災害対策本部設置に関する事項 

（２）安否情報 

（３）被害区域及び被害状況に関する情報 

（４）避難情報、避難場所等に関する情報 

（５）医療救護所の開設等救急・医療に関する情報 

（６）防疫に関する情報 

（７）地震、豪雨、危険物等による二次災害防止に関する情報 

（８）津波等に関する情報 

（９）ライフラインの被害状況に関する情報 

（10）生活支援（食料・水等の供給）に関する情報 

（11）民心安定のための情報 

（12）緊急交通路確保及び避難誘導、救助活動のための交通規制等に関する情報 
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（13）道路における危険防止及び交通の円滑化に関する情報 

（14）道路の交通危険箇所、迂回路等の道路情報 

（15）被災地域及び指定避難所等における犯罪予防等民心安定のための情報 

（16）自主防災組織に対する活動実施要請 

（17）出火防止等地震発生時の注意の呼びかけ 

（18）保健衛生、ライフライン、交通施設等の復旧に関する情報 

（19）相談窓口の設置に関する情報 

（20）被災者に対する援助、助成措置（特別融資・緊急融資・税の減免等）に関する情報 

（21）町ホームページへの掲載による広報 

 

 

第３ 安否情報                                    

町の安否情報の広報活動は、風水害等災害対策編 第３章 第４節「第３ 安否情報」の定めに準

ずる。 
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第３節 防災活動体制 
 

大規模地震災害が発生した場合、町内の広い範囲で町民の生命、財産に被害を及ぼすおそれがある。

このため、町、防災関係機関は、大規模な地震を覚知したならば一刻も早い初動体制を確立し、情

報の収集、応急対策等を実施することが重要であることから、各々の組織内で定めた配備計画に基

づき配備体制を敷き、防災活動を行う。 

また、復旧の過程で、これら本災害の後に発生が予想されるアウターライズ地震（※）や余震に対

しても、同様に基本的な対応に努める。 

なお、災害応急段階においては、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮する。 

※ アウターライズ地震 

陸から見て海溝の外側（アウター）の海底の隆起している部分（ライズ）で発生する地震で、陸地での揺れ

は比較的小さいものの、併発する津波は大規模なものになりやすい。 

 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

全部  ・配備にあわせた動員及び参集 

総務部 防災班 ・配備の実施に関する事務 
・災害対策本部設置及び廃止の事務 
・関係機関との連絡調整 
・地区連絡員の派遣 

消防部  ・消防団の動員 

 

第１ 初動対応の基本的考え方                              

町は、災害発生時の活動に当たって、当初の 72 時間が救命・救助活動において極めて重要な時

間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分す

る。 

 

第２ 職員の配備・動員体制                               

町内で震度６弱以上を観測する地震が発生した場合、又は町内に特別警報が発表されたときは、

町長は災害対策本部を設置し、非常配備体制を敷く。 

なお、災害対策本部が設置された際には、各課（所・局）は警戒配備体制組織の部（班）となる。 

また、災害対策本部設置に至らない場合であっても、その状況に応じて段階的に「警戒配備」「特

別警戒配備」を敷き、警戒本部の設置あるいは特別警戒本部の設置を行う。 

その際、町と県が一体となった体制が整うよう、災害対策本部の設置基準、配備体制の種別及び

基準は、県計画の配備内容等と十分整合を図る。 

各配備体制の基準等は次のとおりである。 

１ 職員の配備体制 

（１）警戒配備（０号） 

町内で震度４を観測する地震が発生した場合、又は警戒本部設置前において危機対策課長が必

要と認めた場合、「利府町災害対策警戒配備要領」に基づき、各部は、必要な人員をもって警戒

配備体制０号を敷く。 
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（２）特別警戒配備（１号） 

町内で震度４を観測する地震が発生し、かつ被害が発生した場合、又は宮城県に津波注意報が

発表されたとき、若しくはその他に総務部長が必要と認めたときは、「利府町災害対策警戒配備

要領」に基づき、警戒本部を設置し、特別警戒配備（１号）体制を敷く。 

（３）特別警戒配備（２号） 

町内で震度５弱若しくは震度５強を観測する地震が発生した場合，又は宮城県に津波警報が発

表されたとき、もくしはその他に副町長が必要と認めたときは、「利府町災害対策警戒本部要領」

に基づき、特別警戒本部を設置し、特別警戒配備（２号）体制を敷く。 

（４）非常配備（３号） 

町内で震度６弱以上の地震が観測された場合、又は宮城県に特別警報が発表されたとき、若し

くはその他に町長が必要と認めたときは、「利府町災害対策本部運営要綱」に基づき、災害対策

本部を設置し、非常配備（３号）体制を敷く。 

ただし、災害対策本部設置前の段階でも被害の規模が相当程度に広がることが予想される場合、

町長は速やかに災害対策本部を設置する。 

（５）現地災害対策本部 

局地的な災害が発生した場合は、適切な場所に現地災害対策本部を設置し、迅速、かつ、円滑

な応急対策活動を展開する。現地災害対策本部は本部長の指命する職員で構成する。 

２ 職員の動員体制 

職員の動員は、【資料 3-13】警戒配備体制組織図の体制を整えるとともに、下記の連絡員に

ついても定める。 

（１）本部連絡員 

各部に本部連絡員を置き、所属部と災害対策本部事務局との連絡調整や、所属部の所管する情

報の収集伝達等を行う。 

（２）情報連絡員 

各班に情報連絡員を置き、所属班に関する情報等の連絡事務を行う。 

（３）勤務時間内の職員の動員 

勤務時間内の職員の動員は、動員する旨庁内放送し、各課の動員は、配備計画に基づき各課長

等が行う。 

（４）休日・夜間等の職員の動員 

休日、夜間等勤務時間外に配備、本部設置等に該当する災害等を覚知した場合、職員は配備体

制基準に基づき登庁するものとし、連絡等が行えない場合は自主的に登庁し配備につく。（配備

基準参照） 

（５）動員の報告 

各課長は課内の動員状況を記録し、町長及び危機対策課長（防災班）に報告する。 

災害対策本部が設置された場合には、対策本部の総務部長は各部の動員状況を取りまとめ、本

部員会議に提出し、本部長に報告する。 

（６）災害救助法が適用された場合の体制 

町長は災害救助法が適用された場合、知事の指導を受けて、災害救助法に基づく救助事務を補

助する。 

（７）市町村間の応援協定 

町は、応援協定を締結している市町村に対して、必要に応じて応援要請等を行う。 
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第３ 災害対策本部等の運用                               

１ 配備体制の基準・内容等 

警戒配備０号から非常配備３号における配備体制の基準は次のとおりである。なお、職員の配

備は、災害規模と災害情報を基準として、各自が判断する自動配備とする。 

■配備体制の基準・内容等 

項目 警戒配備 特別警戒配備 非常配備 

 ０号 １号 ２号 ３号 

配 
 
備 
 
基 
 
準 

(１)町内で震度４の
地震が観測された
とき。 

(２)その他、特に危
機対策課長が必要
と認めたとき。 

(１)町内で震度４の地
震が観測され、被害が
発生したとき。 

(２)県内に津波注意報
が発表されたとき｡ 

(３)その他災害の規模
等の状況により、総務
部長が必要と認めた
とき。 

(１)町内で震度５弱、５
強の地震が観測され
たとき。 

(２)県内に津波警報が
発表されたとき。 

(３)その他災害の規模
等の状況により、副町
長が必要と認めたと
き。 

(１)町内で震度６弱以上
の地震が観測されたと
き。 

(２)災害が発生した場合、
又は災害が発生するお
それがある場合におい
て町長が必要と認めた
とき。 

 
 

配 
 
備 
 
内 
 
容 

(１)災害に関する情
報の収集及び連絡
活動を円滑に行え
る体制とする。 

(１)警戒本部を設置す
る。 

(２)災害に関する情報
の収集、連絡及び応急
対策を実施し、状況に
より特別警戒本部の
設置に移行できる体
制とする。 

(１)特別警戒本部を設
置する。 

(２)災害に関する情報
の収集、連絡及び応急
対策を実施し、状況に
より災害対策本部の
設置に移行できる体
制とする。 

(１)災害対策本部を設置
する。 

(２)被害情報の収集、救助
活動、広報活動等の組織
の全力を挙げて応急対
策を実施できる体制と
する。 

配 
 
備 
 
要 
 
員 

特に関係のある課の
所要人員 
 
・危機対策課、総務
課、都市整備課、
施設管理課、農林
水産課、商工観光
課、上下水道課 

災害応急対策に関係す
る課(局・室)の所要人員 
 
・危機対策課、総務課、
秘書政策課、財務課、
会計課、生活環境課、
議会事務局、町民課、
税務課、健康推進課、
新型コロナウイルス
対策室、地域福祉課、
子ども支援課、都市整
備課、施設管理課、農
林水産課、商工観光
課、教育総務課、生涯
学習課、上下水道課 

災害応急対策に関係す
る部(局・室)の所要人員 
 
・危機対策課、総務課、
選挙管理委員会事務
局、秘書政策課、財務
課、会計課、生活環境
課、議会事務局、町民
課、税務課、健康推進
課、新型コロナウイル
ス対策室、地域福祉
課、子ども支援課、都
市整備課、施設管理課
、農林水産課、商工観
光課、教育総務課、生
涯学習課、上下水道課 

全部（災害応急対策に従事
することが出来る職員） 

時間 
外招 
集 

(１)自主登庁を原則とする。 
(２)あらかじめ定めている非常連絡系統に基づき、一般加入電話、携帯電話等を用いて伝達する。 

会議
構成 

課配備担当職員 
係課長等、 
配備担当職員 

係課長等、 
配備担当職員 

部員（本部会議） 

備 
 
考 

(１)津波及び地震については、警報の発表又は地震の観測をもって自動設置するので、設置につ
いての伝達は行わない。また、廃止については、自動設置いかんに関わらず、本部からの指示
により各防災関係機関に伝達する。 

(２)災害応急対策がおおむね完了し、災害復旧について協議する必要があると認める場合は、災
害復旧本部又は災害応急対策連絡会議に移行する。 
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利府町災害対策本部の組織概要 

災
害
対
策
本
部
長
（
町
長
） 

災
害
対
策
副
本
部
長
（
副
町
長
） 

利 府 町 災 害 対 策 本 部 

上 下 水 道 部 
（部長：上下水道部長） 

（副部長：上下水道課長） 

建 設 部 
（部長：都市開発部長） 

（副部長：経済産業部長） 

文 教 部 
（部長：教育長） 

（副部長：教育部長） 

消 防 部 
（部長：消防団長） 

(副部長：消防団副団長) 

調査班・輸送班（税務課） 

物資管理班（財務課） 

企画広報班（秘書政策課） 

総務班（総務課、 
選挙管理委員会事務局） 

防災班（危機対策課） 

中央分団、東部分団、西部分団、 

南部分団、北部分団(各分団長) 

社会教育施設班（生涯学習課） 

応急対策班（上下水道課） 

産業班（農林水産課・商工観光課） 

建設班（都市整備課・施設管理課） 

保育対策班（子ども支援課） 

要配慮者対策班 
（新型コロナウイルス対策室） 

支援班（地域福祉課） 

救護班（健康推進課） 

衛生班（生活環境課） 

町民班（町民課） 

経理班（会計課） 

利 府 町 災 害 対 策 本 部 員 

総 務 部 
（部長：総務部長） 

（副部長：企画部長） 

（副部長：会計管理者） 

民 生 部 
（部長：町民生活部長） 

（副部長：保健福祉部長） 

（副部長：議会事務局長) 

避難所運営班（生活環境課・ 
議会事務局・町民課） 

学校班（教育総務課） 

総務班（上下水道課） 

交通指導班 
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２ 災害対策本部機能等の代替え 

（１）災害対策本部の設置場所 

災害対策本部の設置場所は、本庁舎２階会議室とし、本庁舎が被災した場合は、被害状況を

勘案し、利府町文化交流センター「リフノス」に災害対策本部を設置する。 

なお、災害対策本部の設置を示すため、町役場の正面玄関に災害対策本部標識板を掲示する。 

優先順位 指定場所 電話番号 

第１順位 利府町役場本庁舎２階会議室 022-767-2111 

第２順位 利府町文化交流センター「リフノス」 022-353-6114 

（２）災害対策本部長等の代理順位 

災害対策本部等は、町長が不在の場合は、次の順位によりその職務を代行する。 

 第１順位 第２順位 第３順位 

災害対策本部 町長 副町長 総務部長 

特別警戒本部 副町長 総務部長 企画部長 

警戒本部 危機対策課長 総務課長 - 

 

３ 災害対策本部会議 

本部長は、災害対策本部の事務を総合的、かつ、有機的に推進するため、本部長、副本部長及

び本部員で構成する本部員会議を置き、事務局を防災班で行う。 

災害予防及び災害応急対策上の重要な事項については、本部員会議で決定し、その実施の推進

を図る。 

災害対策本部が実施する主な所掌事務は以下のとおりである。 

●本部員会議 

本部員会議は、町長が総括して進める。 

●本部員会議の対策内容 

（１）地震情報その他災害応急対策に必要な情報の収集・伝達 

（２）住民の不安を除くために必要な広報 

（３）消防、水防その他応急措置 

（４）被災者の救助、救護、その他の保護 

（５）施設、設備の応急復旧 

（６）防疫その他の保健衛生 

（７）避難情報の発令 

（８）被災者に対する食料、飲料水及び日用品の確保、供給 

（９）県災害対策本部への報告、要請 

（10）県災害対策本部との災害応急対策関連事項についての連携 

（11）自主防災組織との連携及び指導 

（12）その他必要な災害応急対策の実施 

 

４ 災害対策本部の廃止 

災害対策本部は、本部長が町の地域に災害が発生するおそれがなくなったと認めるとき、又は

災害発生後において、災害応急対策措置がおおむね完了したと認められる時に廃止する。 



第２編 第２章 地震災害応急対策 

第３節 防災活動体制 

地震編 66 

５ 災害対策本部の組織及び分掌事務 

災害対策本部の組織及び分掌事務は、「利府町災害対策本部条例」及び「利府町災害対策本部

運営要綱」のとおりである。 

【資料 1-4】利府町災害対策本部条例 

【資料 1-5】利府町災害対策本部運営要綱 

【資料 1-6】利府町災害対策本部活動要領 

【資料 1-7】利府町災害対策警戒配備要領 

【資料 2-18】利府町代替庁舎検討用リスト 

【資料 3-13】警戒配備体制組織図 

 

第４ 消防機関の活動                                 

消防機関の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第５節「第４ 消防機関の活動」の定めに準ず

る他、次の対策を実施する。 

１ 水防管理団体等の活動 

地震・津波が発生した場合は、水防管理団体等は次のような措置をとる。 

（１）所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

（２）水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

（３）水防資機材の点検、整備、配備 

 

第５ 県及び関係機関との連携                           

県及び関係機関との連携は、風水害等災害対策編 第３章 第５節「第５ 県及び関係機関との連

携」の定めに準ずる。 

 

第６ 複合災害発生時の体制                              

複合災害の発生による、国、県等の対策本部等が複数設置された場合、町は、重複する要員の所

在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の派遺等に努める。 

現地対策本部についても、必要に応じて、同様の配慮を行う。 
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第４節 相互応援活動 
 

大規模地震災害等において、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときは、町は、他

の市町村や防災関係機関と相互に応援協力し、防災活動に万全を期す。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 
 

防災班  ・市町村間の相互応援に関する事務 
・県への報告、応援の要請に関する事務 
・災害時協力機関及び団体要請に関する事務 

（消防本部）  ・消防に関する応援協定の事務 
 

第１ 市町村間の相互応援活動                               

市町村間の相互応援活動は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第１ 市町村間の相互応援活

動」の定めに準ずる。 

【資料 2-17-1】宮城「館」防災に関する相互応援協定 

【資料 2-17-2】宮城「館」防災に関する相互応援協定細目 

【資料 2-17-16】災害時における宮城県市町村相互応援協定書 

【資料 2-17-22】災害時等における相互応援に関する協定書（清水町、七飯町） 

 

第２ 県内消防機関の相互応援活動                         

県内消防機関の相互応援活動は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第２ 県内消防機関の相

互応援活動」の定めに準ずる。 

【資料 2-17-3】広域消防相互応援協定書 

【資料 2-17-4】消防相互応援協定書 

【資料 2-17-7】宮城県広域消防相互応援協定に基づく消防団の応援派遣について

の覚書 

【資料 2-17-8】宮城県広域航空消防応援協定書 

【資料 2-17-9】宮城県内航空消防応援協定書 

【資料 2-17-10】宮城県防災ヘリコプターを使用した大規模特殊災害における広

域航空消防応援に関する協定書 

 

第３ 緊急消防援助隊の応援要請                             

緊急消防援助隊の応援要請は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第３ 緊急消防援助隊の応

援要請」の定めに準ずる。 

 

第４ 地域内の防災関係機関の応援協力                          

地域内の防災関係機関の応援協力は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第４ 地域内の防災

関係機関の応援協力」の定めに準ずる。 

【資料 3-16】防災関係機関連絡先 
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第５ 広域的な応援体制                               

広域的な応援体制は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第５ 広域的な応援体制」の定めに

準ずる。 

 

第６ 受入れ体制の確保                               

受入れ体制の確保は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第６ 受入れ体制の確保」の定めに

準ずる。 

 

第７ 他県等への応援体制                               

他県等への応援体制は、風水害等災害対策編 第３章 第８節「第７ 他県等への応援体制」の定

めに準ずる。 

 

 

 



第２編 第２章 地震災害応急対策 

第５節 災害救助法の適用 

地震編 69 

 

第５節 災害救助法の適用 
 

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、

食料品その他生活必需品の欠乏、住居の喪失、傷病等に悩む被災者に対する一時的な救助を行い、

災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

本部長（町長） （防災班） ・市町村間の相互応援に関する事務 
・県への報告、応援の要請に関する事務 
・災害時協力機関及び団体要請に関する事務 

民生部 支援班 ・災害救助法に関する事務 
 

第１ 災害救助法の適用                                 

災害救助法の適用は、風水害等災害対策編 第３章 第９節「第１ 災害救助法の適用」の定めに

準ずる。 

【資料 3-17】災害救助法による救助の方法、程度及び期間について 

【資料 3-18】被災世帯の算定基準 

 

第２ 救助の実施の委任                                

救助の実施の委任は、風水害等災害対策編 第３章 第９節「第２ 救助の実施の委任」の定めに

準ずる。 

 

第３ 救助の実施状況及び費用の報告                          

救助の実施状況及び費用の報告は、風水害等災害対策編 第３章 第９節「第３ 救助の実施状況

及び費用の報告」の定めに準ずる。 
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第６節 自衛隊の災害派遣 
 

大規模地震災害に際して人命又は財産の保護のため、特に必要があると認められる場合、町長は知

事（復興・危機管理総務課）を通じて、自衛隊法の規定に基づき、自衛隊の災害派遣を要請する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

本部長（町長） （防災班） ・知事に対する自衛隊災害派遣要請 

総務部 防災班 ・災害救助法に関する事務 
 

第１ 災害派遣の基準及び要請の手続き                             

災害派遣の基準及び要請の手続きは、風水害等災害対策編 第３章 第 10 節「第１ 災害派遣の

基準及び要請の手続き」の定めに準ずる。 

【資料 3-19】自衛隊要請先 

【様式 3-20】自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 

 

第２ 自衛隊との連絡調整                               

自衛隊との連絡調整は、風水害等災害対策編 第３章 第 10 節「第２ 自衛隊との連絡調整」の

定めに準ずる。 

 

第３ 派遣部隊の活動内容                               

派遣部隊の活動内容は、風水害等災害対策編 第３章 第 10 節「第３ 派遣部隊の活動内容」の

定めに準ずる。 

 

第４ 派遣部隊の受入れ体制                              

派遣部隊の受入れ体制は、風水害等災害対策編 第３章 第 10 節「第４ 派遣部隊の受入れ体制」

の定めに準ずる。 

【資料 2-21】ヘリポート適地の状況 

【資料 3-21】臨時ヘリポート 

 

第５ 派遣部隊の撤収                                 

派遣部隊の撤収は、風水害等災害対策編 第３章 第 10 節「第５ 派遣部隊の撤収」の定めに準

ずる。 

【資料 3-22】自衛隊の災害派遣部隊の撤収について（依頼） 

 

第６ 経費の負担                                   

経費の負担は、風水害等災害対策編 第３章 第 10 節「第６ 経費の負担」の定めに準ずる。 
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第７節 救急・救助活動 
 

大規模な地震が発生した場合、家屋の倒壊、落下物、火災、土砂災害等によって多数の負傷者が発

生するおそれがある。これらの人々については一刻も早い救出・救助活動が必要となることから、

町、防災関係機関は連絡を密にしながら速やかな応急対策を実施する。また、被害が多方面に広が

ることが予想されることから、自主防災組織、事業所、一般住民においても防災の基本理念に基づ

き自ら救出・救助活動に協力する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 救護班 ・救出隊の編成、負傷者の救出 

消防部 消防団 ・救出隊の編成、負傷者の救出 
（消防本部）  ・救出隊の編成、負傷者の救出 
（自主防災組織）  ・救出隊の編成、負傷者の救出活動への協力 

 

第１ 町の活動                                   

救急・救助活動の町の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 11 節「第１ 町の活動」の定め

に準ずる。 

【資料 2-19】医療機関の状況 

 

第２ 消防機関の活動                                

消防機関の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 11 節「第２ 消防機関の活動」の定めに準

ずる。 

 

第３ 住民及び自主防災組織等の活動                         

住民及び自主防災組織等の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 11 節「第３ 住民及び自主

防災組織等の活動」の定めに準ずる。 

 

第４ 惨事ストレス対策                                

惨事ストレス対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 11 節「第４ 惨事ストレス対策」の定め

に準ずる。 

 

第５ 感染症対策                                    

感染症対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 11 節「第５ 感染症対策」の定めに準ずる。 
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第８節 医療救護活動 
 

大規模地震の発生時には、同時に多数の負傷者等が発生し、迅速な医療救護が要求されるため、町

及び防災関係機関は、緊急的な対応策や医療関係機関と連携を図りながら迅速かつ的確に医療救護

活動を実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 救護班 ・救護所の設置 

・医師会に対する医療救護班の派遣要請 

・医薬品等の確保 

消防部 消防団 ・負傷者等の搬送 
（消防本部）  ・応急救護 

・負傷者等の搬送 
 

第１ 医療救護体制                                  

医療救護体制は、風水害等災害対策編 第３章 第 12 節「第１ 医療救護体制」の定めに準ずる。 

【資料 2-17-17】災害時の医療救護活動に関する協定書 

【資料 3-23】医療救護班の編成 

 

第２ 医療救護活動の実施                               

医療救護活動の実施は、風水害等災害対策編 第３章 第 12 節「第２ 医療救護活動の実施」の

定めに準ずる。 

【資料 2-19】医療機関等の状況 

【資料 3-24】医薬品等の調達先 

 

第３ 在宅要医療患者の医療救護体制                          

在宅要医療患者の医療救護体制は、風水害等災害対策編 第３章 第 12 節「第３ 在宅要医療患

者の医療救護体制」の定めに準ずる。 

 

第４ 災害救助法における実施基準                           

災害救助法における実施基準は、風水害等災害対策編 第３章 第 12 節「第４ 災害救助法にお

ける実施基準」の定めに準ずる。 
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第９節 消火活動 
 

大規模地震発生時には、同時多発火災の発生等により、極めて甚大な被害が予想される。被害を最

小限にくいとめるため、消防機関は、他の消防機関、県、町、住民、自主防災組織、事業所等との

連携を図りつつ、全機能を挙げて消火活動を行う。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 防災班 ・消防機関と相互協力、被害軽減対策 

（消防本部）  ・消防団の指揮統制 

・自主防災組織の指揮統制 

・災害防ぎょ活動 

・消火、警戒、避難誘導、救出、広報等 

・警戒区域の設定 

・その他災害防ぎょに必要な活動 

消防部 消防団団長 ・団活動の方針決定、・分団活動の指揮統制 

・本部、署隊との連携 

消防団分団長 ・災害防ぎょ活動 

・消火、警戒、避難誘導、救出、広報等 

・警戒区域の設定、本部長の特命による業務 

・その他災害防ぎょに必要な活動 

 

第１ 消火活動の基本                                

消火活動の基本は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第１「１ 消火活動の基本」の定めに

準ずる。 

 

第２ 町の対応                                   

町は速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な舞台の配置を行

う。特に、大規模な地震災害の場合は、最重要防御地域等の優先順位を定め迅速に対応する。 

 

第３ 消防機関の活動                                

消防機関の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第１「２ 消防本部の活動、３ 消防

団の活動」の定めに準ずる。 

【資料3-37】利府町消防団機構 

【資料3-38】利府町消防団組織 

 

第４ 事業所の活動                                 

事業所の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第１「４ 事業所の活動」の定めに準ず

る。 
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第５ 自主防災組織の活動                              

自主防災組織の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第１「５ 自主防災組織の活動」

の定めに準ずる。 

 

第６ 町民の活動                                  

町民の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第１「６ 町民の活動」の定めに準ずる。 
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第10節 交通・輸送活動 
 

大規模地震災害発生に際し、町民の生命の保全、町民生活の維持の上からも交通・輸送活動の確保

は重要な課題である。 

緊急輸送活動は、負傷者、病人の搬送や災害応急対策を実施する際に必要な人員、物資等の輸送等、

特に速やかに対応が望まれることから、町及び防災関係機関は密接な連携を保ちながら緊急輸送路

を確保し、輸送を実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 

 

防災班 ・交通規制等の措置に係る関係機関との連絡調整 

・危険箇所、被害状況の把握 

・その他必要な対策 

物資管理班 ・災害応急輸送車両の確保 

民生部 輸送班 ・災害応急輸送力の確保、配分 
・救助物資の輸送 

建設部 建設班 
産業班 

・道路等の交通確保及び災害復旧 

・災害時における道路交通情報収集及び伝達 

・その他道路管理者が行う防災に係る事務又は業務 

 

第１ 町の活動                                  

交通・輸送の町の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 13 節「第１ 町の活動」の定めに準

ずる。 

【資料3-25】輸送拠点 

 

第２ 陸上交通の確保                                  

陸上交通の確保は、風水害等災害対策編 第３章 第 13 節「第２ 陸上交通の確保」の定めに準

ずる。 

【資料 3-26】災害対策基本法施行令第 33 条第２項に基づく緊急車両の標章 

【様式 3-27】利府町緊急輸送道路ネットワーク計画 

【様式 3-28】緊急輸送道路網 

 

第３ 海上交通の確保                                  

海上交通の確保は、風水害等災害対策編 第３章 第 13 節「第３ 海上交通の確保」の定めに準

ずる。 
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第11節 ヘリコプターの活動 
 

大規模地震災害時においては、道路の損壊に加え、倒伏した電柱などの道路上の支障物により道路

網の確保が困難となることが予想されることから、機動性に優れたヘリコプターを活用し、初動時

における被害情報収集・伝達や救出救助活動、負傷者の搬送、救援物資の搬送等、広域的・機動的

な活動を行う。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 防災班 ・ヘリコプターの要請 

・ヘリコプターの活動拠点の確保 

・ヘリコプターによる情報収集や救出救助活動 

（消防本部）  ・ヘリコプターの要請 

・ヘリコプターの活動拠点の確保 

・ヘリコプターによる情報収集や救出救助活動 

 

第１ ヘリコプターによる救助・救急搬送                         

ヘリコプターによる救助・救急搬送は、風水害等災害対策編 第３章 第 14 節「第１ ヘリコプ

ターによる救助・救急搬送」の定めに準ずる。 

 

第２ 活動拠点                                     

ヘリコプターによる活動拠点は、風水害等災害対策編 第３章 第 14 節 第１「３ 活動拠点の確

保」の定めに準ずる。 

【資料 2-21】ヘリポート適地の状況 

【資料 3-21】臨時ヘリポート 
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第12節 避難活動 
 

町は、地震が発生した場合、直ちに警戒態勢を整え、地区住民等を速やかに避難誘導させるため、

適切に避難情報の発令等を行うとともに、速やかに指定緊急避難場所の開放及び指定避難所を開設

し、地区住民等の安全が確保されるまでの間あるいは住家の復旧がなされるまでの間、管理運営に

当たる。 

１ 避難の原則 

「避難行動」とは、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行

動」であり、各人が自らの判断で行動をとることが原則である。 

２ 住民がとるべき避難行動 

地震発生時、揺れが続いている間はその場にあった身の安全確保を図り、揺れが収まってから、

周囲の状況等により必要に応じて、指定緊急避難場所等の安全な場所への移動などの避難行動を

とる。 

なお、地震に伴う津波に対する行動については、津波災害対策編 第２章 「第 12 節 避難活

動」を参照する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 防災班 ・避難情報の収集、発令補助 

・警戒区域の設定 

・災害応急対策従事者以外の者に対する当該地区への立入制限 

・避難所の開設の知事への報告 

・孤立集落の安否確認対策 

・帰宅困難者対策 

総務班 ・広域避難者への支援 

企画広報班 ・避難所の開設等広報 

・相談窓口の設置 

民生部 避難所運営班 ・避難所の開設 

・避難所の運営、管理 

・避難所の閉鎖 

衛生班 ・避難所の環境維持 

・家庭動物への対応 

支援班 ・避難行動要支援者への対応 

・在宅避難者への支援 

救護班 ・健康状態・衛生状態の把握 

・感染症対策 

要配慮者対策班 ・新型コロナウイルス対策 

・福祉施設への避難対策 

保育対策班 ・保育所の消防計画に基づく児童の避難対策 

文教部 学校班 ・避難所（学校施設）の提供及び設営補助 

・児童生徒の避難対策 

消防部 消防団 ・住民の避難誘導 
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第１ 避難情報の発令                                   

町長は、地震に伴う災害により、人命の保護又は被害の拡大の防止のため必要と認められる場合、

住民に対して速やかに避難情報の発令を行う。 

町は津波予報が発表された場合、又は津波による浸水が発生すると予想される場合は、的確な避

難情報の発令を行い、関係機関の協力のもとに安全かつ効率的な避難誘導を行う。 

なお、「避難の指示等を行う者」、「町長、県知事の役割」「そのほか防災関係機関の役割」等

の定めについては、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第２ 避難の指示等」の定めに準ずる。 

 

第２ 避難の指示等の内容及び周知                          

避難の指示等の内容及び周知は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第３ 避難の指示等の

内容及び周知」の定めに準ずる。 

 

第３ 避難誘導                                  

避難誘導は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第４ 避難誘導」の定めに準ずる他、次の

対策を実施する。 

１ 誘導時の留意事項 

地震発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることか

ら、避難は徒歩を原則とするが、避難行動要支援者やその避難支援を行う者で徒歩による円滑な

避難が困難な場合、町職員、警察官、消防団員等は、自動車でも安全かつ確実な避難を行えるよ

う、地域や道路の事情に応じた対応に努める。 

 

第４ 避難所の開設及び運営                              

避難所の開設及び運営は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第６ 避難所の開設及び運営」

の定めに準ずる。 

 

第５ 避難情報の発令等による広域避難                             

避難情報の発令等による広域避難は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第７ 避難情報の

発令等による広域避難」の定めに準ずる。 

 

第６ 避難長期化への対処                                 

避難長期化への対処は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第８ 避難長期化への対処」の

定めに準ずる。 

 

第７ 帰宅困難者対策                                 

帰宅困難者対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第９ 帰宅困難者対策」の定めに準

ずる。 

 

第８ 孤立集落の安否確認対策                            

孤立集落の安否確認対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第 10 孤立集落の安否確

認対策」の定めに準ずる。 
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第９ 広域避難者への支援                               

広域避難者への支援は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第 11 広域避難者への支援」

の定めに準ずる。 

 

第 10 在宅避難者への支援                               

在宅避難者への支援は、風水害等災害対策編 第３章 第 15 節 「第 12 在宅避難者への支援」

の定めに準ずる。 

【資料 2-22】指定緊急避難場所一覧 

【資料 2-23】指定避難所等一覧 
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第13節 応急仮設住宅等の確保 
 

大規模地震災害により、住宅を失う被災者が多数生じる事態が考えられる。被災直後は避難所等で

生活をすることになるが、その生活が長期間にわたることは避けなければならない。このため、町

は、応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備をはじめ、空き家になっている公営住宅、民間賃貸住

宅の活用、さらには被災住宅の応急修理等を積極的に実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

建設部 建設班 ・応急仮設住宅の建設 

・建設場所の確保及び計画策定 

・被災家屋の応急修理 

民生部 支援班 ・入居対象者の選定（要配慮者への配慮） 

・応急仮設住宅の管理 

・公的住宅及び民間住宅の確保 

 

第１ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備と維持管理                  

応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備と維持管理は、風水害等災害対策編 第３章 第 16 節 「第

１ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備と維持管理」の定めに準ずる。 

【資料 3-29】建設業者等一覧（指名登録業者） 

 

第２ 公営住宅の活用等                                

公営住宅の活用等は、風水害等災害対策編 第３章 第 16 節 「第２ 公営住宅の活用等」の定め

に準ずる。 

 

第３ 民間賃貸住宅の活用等                                

民間住宅の活用等は、風水害等災害対策編 第３章 第 16 節 「第３ 民間賃貸住宅の活用等」の

定めに準ずる。 

 

第４ 応急仮設住宅等の入居者等への支援体制の整備                   

応急仮設住宅等の入居者等への支援体制の整備は、風水害等災害対策編 第３章 第 16 節 「第４ 

応急仮設住宅等の入居者等への支援体制の整備」の定めに準ずる。 

 

第５ 住宅の応急修理                                

住宅の応急修理は、風水害等災害対策編 第３章 第 16 節 「第５ 住宅の応急修理」の定めに準

ずる。 
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第14節 相談活動 
 

大規模地震災害時において、町は、住民からの身近な相談や要望に対応するため、相談活動の体制

を整備し、防災関係機関とも連携して対応する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 企画広報班 ・相談窓口の設置 

防災班 ・安否情報 

民生部 支援班 ・生活再建相談 

救護班 ・健康・医療の相談 

建設部 産業班 ・事業再建相談 

 

第１ 町の相談活動                                  

町の相談活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 17 節 「第１ 町の相談活動」の定めに準ずる。 

 

第２ 相談窓口の設置                                  

相談窓口の設置は、風水害等災害対策編 第３章 第 17 節 「第２ 相談窓口の設置」の定めに準

ずる。 
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第15節 要配慮者・避難行動要支援者への支援活動 
 

大規模な災害時には、特に要配慮者、旅行客等に対する安全確保、援護体制等のさまざまな応急対

策が必要となる。このため、町は、必要な応急対策について、速やかに実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 支援班 ・高齢者、障がい者等への支援活動 

・外国人への支援活動 

建設部 産業班 ・旅行者への支援活動 

 

第１ 高齢者、障がい者等への支援活動                             

高齢者、障がい者等への支援活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 18 節 「第１ 高齢者、障

がい者等への支援活動」の定めに準ずる。 

【資料 2-29】福祉避難所一覧 

 

第２ 外国人への支援活動                                 

外国人への支援活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 18 節 「第２ 外国人への支援活動」の

定めに準ずる。 

 

第３ 旅行者への支援活動                                 

旅行者への支援活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 18 節 「第３ 旅行者への支援活動」の

定めに準ずる。 
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第16節 愛玩動物の収容対策 
 

大規模な災害に伴い、所有者不明の動物、負傷動物が多数生じるとともに、避難所における動物同

伴者等の問題も生じることが予想される。 

町は、動物愛護の観点から、これらの動物の保護や適正な飼育に関し、県及び（公社）宮城県獣医

師会等関係団体との協力体制を確立しながら必要な施策を実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 衛生班 ・動物の保護、所有者の確認 

 

第１ 被災地域における動物の保護                          

被災地域における動物の保護は、風水害等災害対策編 第３章 第 19 節 「第１ 被災地域におけ

る動物の保護」の定めに準ずる。 

 

第２ 避難所における動物の適正な飼育                        

避難所における動物の適正な飼育は、風水害等災害対策編 第３章 第 19 節 「第２ 避難所にお

ける動物の適正な飼育」の定めに準ずる。 

 

第３ 仮設住宅における動物の適正な飼育                       

仮設住宅における動物の適正な飼育は、風水害等災害対策編 第３章 第 19 節 「第３ 仮設住宅

における動物の適正な飼育」の定めに準ずる。 
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第17節 食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活
動 

 

町は、大規模地震災害時における町民の基本的な生活を確保するため、物資調達・輸送調整等支援

システム等を活用し備蓄状況の確認を行うとともに、被災者の食料、飲料水及び生活必需品に対す

る要望や避難所で不足している物資等を的確に把握し、関係団体等との連携を図りながら迅速、か

つ、円滑な調達・供給活動を行う。 

なお、被災状況の程度や、避難の長期化に伴うニーズの変化等を踏まえ、時宜を得た物資の調達に

配慮するとともに、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症拡大防止に必要な物資

をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具など、被災地の実情を考慮して調達・確保を行う。 

また、調達物資の選定に当たっては、要配慮者、女性や子育て家庭の避難生活、アレルギー対策、

避難生活の長期化における栄養バランス等について配慮する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 救護班 
避難所運営班 

・応急食料調達、炊出し、配給 

支援班 
救護班 

・生活関連物資の調達及び供給 

・義援物資の配分 

輸送班 ・緊急物資輸送 

上下水道部 応急対策班 ・給水、断水などの広報 

・応急給水 

総務部 物資管理班 ・義援物資の受入れ 

・燃料の調達・供給 

 

第１ 食料・物資等調達体制の整備                               

食料・物資等調達体制の整備は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第１ 食料・物資等調

達体制の整備」の定めに準ずる。 

 

第２ 食料                                       

食料の調達・供給は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第２ 食料」の定めに準ずる。 

【資料 2-24】非常食在庫数量 

【資料 2-25】利府町防災備蓄倉庫備蓄品一覧表 

【資料 2-32】婦人防火クラブ連合会 

【資料 3-30】炊出し協力団体 

 

第３ 飲料水                                      

飲料水の調達・供給は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第３ 飲料水」の定めに準ずる。 

【資料 2-26】利府町水道施設災害配備 

【資料 2-27】給水資機材一覧 

 

第４ 生活物資                                      



第２編 第２章 地震災害応急対策 

第 17 節 食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動 

地震編 85 

生活物資の調達・供給は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第４ 生活物資」の定めに準

ずる。 

 

第５ 物資の輸送体制                                    

物資の輸送体制は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第５ 物資の輸送体制」の定めに準

ずる。 

 

第６ 義援物資の受入れ、配分                                

義援物資の受入れ、配分は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第６ 義援物資の受入れ、

配分」の定めに準ずる。 

 

第７ 燃料の調達・供給                                   

燃料の調達・供給は、風水害等災害対策編 第３章 第 20 節 「第７ 燃料の調達・供給」の定め

に準ずる。 
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第18節 防疫・保健衛生活動 
 

被災地、特に避難所においては、生活環境の悪化に伴い、被災者が感染症の病原体に対する抵抗力

の低下などの悪条件となるため、町は、迅速、かつ、強力な防疫措置及び予防接種等を実施し、感

染症流行の未然防止に万全を期すとともに、被災者の健康状況等に十分配慮し必要に応じ救護所等

の設置や心のケアを含めた保健衛生活動を実施する。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受け入れ、

介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア関係団体等の協力を得つつ、計

画的に実施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 衛生班 ・防疫活動 

・防疫用資機材の確保 

・防疫班の編成 

救護班 ・予防接種 

・健康調査、健康相談 

・心のケア（精神保健相談） 

・栄養調査、栄養相談 

・保健活動班の編成 

・食品衛生対策 

要配慮者対策班 ・コロナウイルス対策 

 

第１ 防疫                                     

防疫の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 21 節 「第１ 防疫」の定めに準ずる。 

 

第２ 保健対策                                   

保健衛生対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 21 節 「第２ 保健対策」の定めに準ずる。 

 

第３ 食品衛生対策                                 

食品衛生対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 21 節 「第３ 食品衛生対策」の定めに準ずる。 
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第19節 遺体等の捜索・処理・埋葬 
 

大規模地震による火災、建物倒壊、土砂災害などで死者、行方不明者が生じた場合、町は、防災関

係機関との連携により、これらの捜索、処理を速やかに行う。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 救護班 ・遺体等の捜索 

町民班 ・遺体の処理、収容 

・遺体の火葬・埋葬 

消防部 消防団 ・遺体等の捜索 

 

第１ 遺体等の捜索                                 

遺体等の捜索は、風水害等災害対策編 第３章 第 22 節 「第１ 遺体等の捜索」の定めに準ずる。 

 

第２ 遺体の処理、収容                               

遺体の処理、収容は、風水害等災害対策編 第３章 第 22 節 「第２ 遺体の処理、収容」の定め

に準ずる。 

【資料 3-31】遺体の一時保存所の設置予定場所 

 

第３ 遺体の火葬・埋葬                                   

遺体の火葬・埋葬は、風水害等災害対策編 第３章 第 22 節 「第３ 遺体の火葬・埋葬」の定め

に準ずる。 

【資料 3-32】火葬場、埋葬予定場所 
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第20節 災害廃棄物処理活動 
 

大規模地震災害時には、建築物の倒壊、火災、流失等によって多量の災害廃棄物が発生し、また、

避難所などにおけるし尿の処理需要が発生するほか、廃棄物処理施設や下水道施設の損壊による処

理機能の低下が予想される。このため、町は、廃棄物の収集処理を適切に実施し、地域環境の保全

を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 衛生班 ・一般廃棄物処理発生量の見込み等の情報収集 

・廃棄物処理の指示 

・県への不足人員、不足車両、資機材に対する支援要請 

・し尿処理の指示 

・仮置場の確保 

 

第１ 災害廃棄物の処理                                

災害廃棄物の処理は、風水害等災害対策編 第３章 第 23 節 「第１ 災害廃棄物の処理」の定め

に準ずる。 

 

第２ 処理体制                                    

処理体制は、風水害等災害対策編 第３章 第 23 節 「第２ 処理体制」の定めに準ずる。 

 

第３ 処理方法                                    

処理方法は、風水害等災害対策編 第３章 第 23 節 「第３ 処理方法」の定めに準ずる。 

【資料 2-30】一般廃棄物処理施設の整備状況 

【資料 2-31】廃棄物処理業者の清掃資機材保有状況 

【資料 3-33】災害廃棄物衛生班の編成 

 

 

第４ 環境保全対策の推進                                   

環境保全対策の推進は、風水害等災害対策編 第３章 第 23 節 「第４ 環境保全対策の推進」の

定めに準ずる。 
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第21節 社会秩序の維持活動 
 

被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考えられるので、社会秩序の維

持が重要な課題となる。大規模な災害発生においては市場流通の停滞等により、食料、生活必需品

の物不足が生じ、この際に売り惜しみ、買占め等が起こるおそれがある。 

このため、町は県や関係機関と連携して、被災者の生活再建へ向けて、物価監視等を実施し、さら

には流言飛語や犯罪による社会不安、混乱等を防止するため所定の対策を講じる。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

建設部 産業班 ・生活必需品の物価監視 

 

第１ 生活必需品の物価監視                                

生活必需品の物価監視は、風水害等災害対策編 第３章 第 24 節 「第１ 生活必需品の物価監視」

の定めに準ずる。 

 

第２ 塩釜警察署の活動                                

塩釜警察署の活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 24 節 「第２ 塩釜警察署の活動」の定め

に準ずる。 
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第22節 教育・保育活動 
 

町及び教育委員会は、災害により児童福祉施設・教育施設が被災し、又は児童生徒等の被災により

通常の教育を行うことができない場合は、教育の確保を図るため、関係機関の協力を得ながら児童

福祉施設、教育施設の応急復旧、児童生徒等の教育対策等必要な措置を講じる。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

文教部 学校班 ・生徒等の避難指示及び誘導 

・学校等施設等の応急措置、対策 

・生徒等の心身の健康管理 

・学用品等の調達 

・給食施設・設備等の復旧 

・学校等教育施設の避難所の運営の協力 

社会教育施設班 ・社会教育施設・社会体育施設の応急措置、対策 

・文化財の応急措置 

民生部 保育対策班 ・児童等の避難指示及び誘導 

・児童福祉施設の応急措置、対策 

・児童等の心身の健康管理 

・給食施設・設備等の復旧 

・児童福祉施設の運営の協力 

 

第１ 避難措置                                   

教育活動における避難措置は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第１ 避難措置」の定め

に準ずる。 

 

第２ 学校等施設等の応急措置                            

学校等施設等の応急措置は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第２ 学校等施設等の応急

措置」の定めに準ずる。 

 

第３ 教育の実施                                  

教育の実施は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第３ 教育の実施」の定めに準ずる。 

【資料3-34】学校施設の状況 

 

第４ 心身の健康管理                                

教育活動における心身の健康管理は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第４ 心身の健康

管理」の定めに準ずる。 

 

第５ 学用品等の調達                                

学用品等の調達は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第５ 学用品等の調達」の定めに準

ずる。 
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第６ 給食                                     

給食は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第６ 給食」の定めに準ずる。 

 

第７ 通学手段の確保                                

通学手段の確保は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第７ 通学手段の確保」の定めに準

ずる。 

 

第８ 学校等教育施設が地域の避難場所、避難所になった場合の措置           

学校等教育施設が地域の避難場所、避難所になった場合の措置は、風水害等災害対策編 第３章 

第 25 節 「第８ 学校等教育施設が地域の避難場所、避難所になった場合の措置」の定めに準ずる。 

 

第９ 災害応急対策への生徒の協力                          

災害応急対策への生徒の協力は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第９ 災害応急対策へ

の生徒の協力」の定めに準ずる。 

 

第 10 文化財の応急措置                               

文化財の応急措置は、風水害等災害対策編 第３章 第 25 節 「第 10 文化財の応急措置」の定

めに準ずる。 

【資料 3-35】指定文化財一覧 
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第23節 防災資機材及び労働力の確保 
 

大規模地震災害時において、速やかな応急対策を実施するため、防災資機材、応急対策のために必

要な労働者及び技術者等の調達・確保及び緊急使用等が必要になることが考えられる。 

このため、町及び防災関係機関は、発災時に円滑な緊急調達等の措置が図られるよう万全を期する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 防災班 ・緊急使用のための防災資機材の調達 

総務班 ・労働力の確保 

・労働力の配分 

 

第１ 緊急使用のための調達                              

緊急使用のための調達は、風水害等災害対策編 第３章 第 26 節 「第１ 緊急使用のための調達」

の定めに準ずる。 

 

第２ 労働者の確保                                 

労働者の確保は、風水害等災害対策編 第３章 第 26 節 「第２ 労働者の確保」の定めに準ずる。 

 

第３ 応援要請による技術者等の動員                          

応援要請による技術者等の動員は、風水害等災害対策編 第３章 第 26 節 「第３ 応援要請によ

る技術者等の動員」の定めに準ずる。 

 

第４ 従事命令等による応急措置の業務                          

従事命令等による応急措置の業務は、風水害等災害対策編 第３章 第 26 節 「第４ 従事命令等

による応急措置の業務」の定めに準ずる。 
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第24節 公共土木施設等の応急対策 
 

道路、鉄道等の交通基盤、漁港、河川及びその他の公共土木施設は、町民の日常生活や社会・

経済活動はもとより、大規模災害発生時の応急対策活動において重要な役割を果たす。このため、

これらの施設の管理者は、それぞれ応急対策を整備し、相互に連携を図りつつ迅速な対応を図る。 

また、沿岸部では震災による地盤沈下が生じ、海水の流入による床上浸水の発生など生活環境

が脅かされることもあり、早急な対応に努める。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

建設部 

 

建設班 ・道路施設の応急対策 

・河川管理施設の応急対策 

・砂防・地すべり・治山施設の応急対策 

・公園施設の応急対策 

・被災宅地に関する応急危険度判定の要請、判定後の

措置 

産業班 ・漁港施設の応急対策の調整 

・農地、農林業用施設の応急対策 

・海岸保全施設の応急対策の調整 

民生部 衛生班 ・廃棄物処理施設の応急対策 

総務部 防災班 ・ダム施設管理者との連絡調整 

・鉄道施設の応急対策の調整 

 

第１ 道路施設                                   

道路施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第１ 道路施設」の定めに

準ずる。 

 

第２ 海岸保全施設                                 

海岸保全施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第２ 海岸保全施設」

の定めに準ずる。 

 

第３ 河川管理施設                                 

河川管理施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第３ 河川管理施設」

の定めに準ずる。 

 

第４ 砂防・地すべり・治山施設                              

砂防・地すべり・治山施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第４ 砂

防・地すべり・治山施設」の定めに準ずる。 

 

第５ ダム施設                                     
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ダム施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第５ ダム施設」の定めに

準ずる。 

 

第６ 漁港施設                                    

町（建設部産業班）は、地震発生後早急に、津波の危険が無いことを確認した上で、漁港施

設の被災状況を把握し、大きな二次災害につながる可能性のある箇所を発見するため緊急点検

を実施する。 

緊急点検で、二次災害のおそれのある被災箇所については危険な区域への立入禁止のための

バリケードや警告板の設置等を行う。また、被災施設の重要度等を勘案して必要に応じて応急

対策工事を速やかに実施し、漁港機能の早期回復を図る。 

 

第７ 鉄道施設（東日本旅客鉄道(株)仙台支社）                      

鉄道施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第７ 鉄道施設（東日本旅

客鉄道(株)仙台支社）」の定めに準ずる。 

 

第８ 農地、農業用施設                                

農地、農業施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第８ 農地、農林業

用施設」の定めに準ずる。 

 

第９ 公園施設                                   

公園施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第９ 公園施設」の定めに

準ずる。 

 

第 10 廃棄物処理施設                                

廃棄物処理施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第 10 廃棄物処理施

設」の定めに準ずる。 

 

第 11 被災建築物、被災宅地に関する応急危険度判定などの実施                

１ 被災宅地に関する応急危険度判定 

被災宅地に関する応急危険度判定は、風水害等災害対策編 第３章 第 27 節 「第 11 被災

宅地に関する応急危険度判定の実施」の定めに準ずる。 

２ 被災建築物に関する応急危険度判定 

（１）町（本部長）は、県の支援を受けて、「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」(被

災建築物危険度判定連絡協議会）に基づき被災建築物危険度判定を実施する。 

（２）本部長の措置 

本部長は、被災建築物危険度判定を円滑に実施するため、次の措置を行う。なお、判定の

実施に当たっては、指定避難所に指定されている公共建築物等について優先的に実施し、次

いで被災建築物について判定を行い、自宅の使用が可能な者については自宅への帰宅を促す。 
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１) 本部長が判定実施を決定したときは、災害対策本部の下に実施本部を設置し、判定業務

に当たる。 

２) 実施本部は以下の業務に当たる。 

ア  地震発生時の情報収集 

イ 判定実施要否の判断 

ウ 判定実施計画の策定 

エ  実施本部体制の整備 

オ  地元判定士等への参集要請 

カ  判定士等の輸送、宿泊所の手配等 

キ 判定結果の報告及びその活用 

ク 実施本部業務の終了 

３) 被災建築物応急危険度判定士の要請 

町（建設部建設班）は、必要と認めた場合、県を通じて被災建築物応急危険度判定士の

派遣を要請し、被災建築物危険度判定を行う。 

４) 被災建築物応急危険度判定士の業務 

ア 「被災建築物応急危険度判定必携」に基づき、被災建築物ごと調査票に記入し、判定

を行う。 

イ 被災建築物の被害程度に応じて、「危険建築物」、「要注意建築物」、「調査済建築

物」の３区分に判定する。 

ウ 判定結果は、当該建築物の見やすい場所に判定ステッカーを表示する。 

エ 判定結果は災害対策本部に報告するとともに、被災者対策に活用するように努める。 

 

５) 判定後の措置 

町（建設部建設班）は、判定の結果、「危険」とされた被災建築物等については、立ち

入り禁止の措置をとる。 

被災建築物 

町 
(災害対策本部) 

＜被災建築物応急危険度判定＞ 

倒壊危険性、落下危険性及び転倒危険物による危険性を調査 

主に建築技術者（被災建築物応急危険度判定士）が外観目視により調査 

危険建築物 
(赤 色) 

要注意建築物 
(黄 色) 

調査済建築物 
(青 色) 

県 

(支援本部) 
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また、判定結果を地域ごと、結果ごとにまとめた被災情報データベースを作成する。 

【資料 3-36】判定実施体制 
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第25節 ライフライン施設等の応急復旧 
 

大規模地震災害により、上下水道・電気・ガス・通信サービス等のライフライン施設が被害を

受けた場合、日常生活や経済活動の場である都市機能が著しく低下し、町民の生命、身体財産が

危険にさらされることとなることから、ライフライン被害の影響は最小限に食い止めることが重

要である。 

そのため、町及びライフライン事業者は、震災時においては、発災後直ちに、専門技術をもつ

人材等を活用して、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、被害状況を

迅速、かつ、的確に把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、必要な要員及び資

機材を確保するとともに、防災関係機関及びライフライン事業者は相互に緊密な連携を図りなが

ら機動力を発揮して迅速な応急復旧活動に努め、必要に応じ、広域的な応援体制をとるよう努め

る。その際、施設・設備等の応急復旧のため被災地に派遣された関係機関のリエゾンは、相互に

連携し活動する。 

また、町は、情報収集で得た航空写真、画像、地図情報等については、ライフライン施設等の

被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用による情報提

供に努める。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

上下水道部 

 

応急対策班 ・水道施設の応急対策 

・応急給水の実施 

・下水道の応急対策 

総務部 総務班 ・電力施設、液化石油ガス施設、都市ガス施設、電信・

電話施設等ライフライン事業者の実施する応急対策

における連絡調整 

 

第１ 水道施設（町）                                   

町の水道施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 28 節 「第１ 水道施設（町）」

の定めに準ずる。 

 

第２ 広域水道用水供給施設（宮城県仙南・仙塩広域水道事務所）             

広域水道用水供給施設（宮城県仙南・仙塩広域水道事務所）の応急対策は、風水害等災害対

策編 第３章 第 28 節 「第２ 広域水道用水供給施設（宮城県仙南・仙塩広域水道事務所）」

の定めに準ずる。 

 

第３ 公共下水道施設（町）                             

町の公共下水道施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 28 節 「第３ 公共下水

道施設（町）」の定めに準ずる。 
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第４ 流域下水道施設（宮城県中南部下水道事務所）                   

流域下水道施設（宮城県中南部下水道事務所）の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第

28 節 「第４ 流域下水道施設（宮城県中南部下水道事務所）」の定めに準ずる。 

 

 

第５ 電力施設（東北電力ネットワーク株式会社塩釜電力センター）              

電力施設（東北電力ネットワーク株式会社塩釜電力センター）の応急対策は、風水害等災害

対策編 第３章 第 28 節 「第５ 電力施設（東北電力ネットワーク株式会社塩釜電力センター）」

の定めに準ずる。 

 

第６ 液化石油ガス施設（一般社団法人宮城県ＬＰガス協会）                 

液化石油ガス施設（一般社団法人宮城県ＬＰガス協会）の応急対策は、風水害等災害対策編 第

３章 第 28 節 「第６ 液化石油ガス施設（一般社団法人宮城県ＬＰガス協会）」の定めに準ず

る。 

【資料 2-10】利府町内ＬＰＧ貯蔵施設一覧 

 

第７ 都市ガス施設（仙台市ガス局、塩釜ガス株式会社）                

都市ガス施設（仙台市ガス局、塩釜ガス株式会社）の応急対策は、風水害等災害対策編 第３

章 第 28 節 「第７ 都市ガス施設（仙台市ガス局、塩釜ガス株式会社）」の定めに準ずる。 

 

第８ 電信・電話施設（東日本電信電話（株）宮城事業部）                

電信・電話施設（東日本電信電話（株）宮城事業部）の応急対策は、風水害等災害対策編 第

３章 第 28 節 「第８ 電信・電話施設（東日本電信電話（株）宮城事業部）」の定めに準ずる。 
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第26節 危険物施設等の安全確保 
 

大規模地震により危険物施設等が被害を受け、危険物の流出、その他の事故が発生した場合は、

県及び消防本部は施設等の被害程度を速やかに把握し、二次災害を防止するための迅速かつ適切

な応急措置を講じるとともに、事業所の関係者及び周辺住民等に対する危害防止を図るために、

町（総務部防災班）は、施設責任者、防災関係機関と相互に協力し、総合的な被害軽減対策を実

施する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 防災班 ・消防機関、施設責任者と相互協力、被害軽減対策 

企画広報班 ・事故、対応策の町民への広報 

（消防本部）  ・施設責任者に対する安全対策の指導 

・周辺住民の避難、広報等の措置 

（施設責任者）） ・危険物の流出、爆発等の防止のための緊急停止措置 

・危険物施設の状況確認 

・消火設備、保安電源等の応急点検 

・危険物施設の応急補修、危険物の除去等 

・初期消火、危険物の流出拡散防止措置 

・消防、警察等の防災関係機関への通報、状況の報告 

・従業員、周辺地域住民の避難、広報等の措置 

 

第１ 町民への広報                                  

危険物等災害の町民への広報は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第３ 「１ 町民への

広報」の定めに準ずる。 

 

第２ 危険物施設                                  

危険物施設の安全確保対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第３ 「２ 危険物施設」

の定めに準ずる。 

 

第３ 高圧ガス施設                                  

高圧ガス施設の安全確保対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 34 節 第３ 「３ 高圧ガス

施設」の定めに準ずる。 

【資料 2-10】利府町内ＬＰＧ貯蔵施設

一覧 

【資料 2-35】危険物貯蔵取扱施設一覧 
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第27節 農林水産業の応急対策 
 

大規模地震災害により、農業生産基盤、林道・治山施設、養殖施設等施設被害のほか、畜産肥

料の不入荷による家畜被害、燃料、電気の途絶による施設園芸等のハウスや作物被害といった間

接的な被害が予想される。このため、町は、県及び各関係機関と相互に連携を保ちながら、被害

を最小限にとどめるため、的確な対応を行う。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

建設部 

 

産業班 ・農業用施設、林道、治山施設、海岸保全施設、農産物、

家畜等の被害、水産物等の応急対策 

 

第１ 農業                                      

農業の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 29 節 「第１ 農業用施設」、「第４ 農

産物」、「第５ 畜産」の定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

１ 湛水対策 

地盤沈下等により湛水状態となった農地については、移動ポンプ車の配備等により速やか

に排水に努める。 

２ 応急技術対策 

（１）農作物 

１) 水稲 

ア 用排水路・けい畔等が損壊し、水不足が発生した場合、損壊箇所の修復を行い、用水

の確保を図る。 

イ 軟弱地盤地帯での苗の埋没、浮き上がり、横倒し、泥水の冠水などの被害や、液状化

に伴う噴砂現象による堆砂被害が発生した場合、応急対策として補植、植え直し、土砂

の撤去を行う。 

２) 畑作物 

ア ほ場の復元に努める。 

イ 被害を受けた作物体の草勢の維持回復に努め、回復不能な場合は、代替作物等の手当

を行う。 

３) 果樹 

被害を受けた樹園地では樹勢の維持回復に努めるとともに、樹が傾いたり、倒れたりし

た場合は、根が乾かないうちに早めに起こし、土寄せして支柱で支える。 

４) 施設園芸 

ア 保温期間中の温室、ビニールハウス等の損壊が発生した場合、被覆資材の張り替えや

トンネル等を設置し保温に努める。 

イ 被害を受けた作物体の草勢の維持回復に努める。 

ウ 暖房機を稼働させるための電源を確保する。 
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エ 給水源等を確保する。 

オ 重油等の漏れがないか至急確認し、流出がある場合は直ちに汚染が広がらないように

対策を講じる。 

 

（２）畜産 

１) 倒壊のおそれのある畜舎では，速やかに家畜を退避させる。 

ア 誘導する人間の安全確保に努めながら、家畜を退避させる。 

イ 退避した家畜については、当分の間簡易畜舎等を設置し収容するとともに、畜舎の改

修等を順次進める。 

２) 近隣の河川、湖沼、井戸等から取水するなどして、給水源を確保する。 

３) 酪農、ブロイラー、採卵鶏及び大規模肉用牛では、発電機の調達などにより、搾乳機械

やバルククーラー、自動給餌機、空調及び地下水のポンプアップなどの電源を確保する。 

４) 家畜排せつ物処理施設の倒壊や破損により周辺への排せつ物の流出のおそれがある場

合は、被害施設の修繕資材の確保並びに排せつ物の処理の委託先等の確保に努める。 

５) 指定生乳生産団体を主体として近隣の県に対し、牛乳の集乳、処理、輸送等を要請し、

牛乳出荷先を確保する。 

６) 飼料運搬車及び集乳車の運行路を確保する。 

 

第２ 林業                                      

林業施設等の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 29 節 「第２ 林道、治山施設」

の定めに準ずる。 

 

第３ 水産業                                    

水産業の応急対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 29 節 「第６ 水産物」の定めに準ず

る。 

 

 



第２編 第２章 地震災害応急対策 

第 28 節 二次災害・複合災害防止対策 

地震編 102 

 

第28節 二次災害・複合災害防止対策 
 

二次災害とは、地震等による自然災害が生じた後、災害調査・人命救助などに伴う災害、土石

流の災害地に入った救援隊が受けるおそれのある災害など二次的に生ずる災害を指す。 

特に、東日本大震災のように広範囲にわたり発生した災害については、それに関連する様々な

事象について対応策を講ずる。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 総務班 ・二次災害防止活動（ライフライン事業者との連絡調整） 

建設部 建設班 ・二次災害防止活動（水害、土砂災害） 

産業班 ・二次災害防止活動（高潮・高波・波浪） 

・風評被害等の軽減対策 

上下水道部 応急対策班 ・二次災害防止活動（水道、下水道施設） 

民生部 衛生班 ・二次災害防止活動（有害物質等対策） 

・二次災害防止活動（空き家対策） 

 

第１ 二次災害の防止活動                                 

二次災害の防止活動は、風水害等災害対策編 第３章 第 30 節 「第１ 二次災害の防止活動」

の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

１ 地震・誘発地震 

町は、余震による建築物、構造物の倒壊等に備え、二次災害防止施策を講じる。特に復旧

作業中などの場合は、作業の停止、避難等の作業員の安全確保対策をとる。 

 

第２ 風評被害等の軽減対策                             

風評被害等の軽減対策は、風水害等災害対策編 第３章 第 30 節 「第２ 風評被害等の軽減

対策」の定めに準ずる。 
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第29節 応急公用負担等の実施 
 

大規模地震が発生し、又は発生が予想される場合において、応急措置を実施するため、特に必

要があると認めるときは、施設、土地、家屋又は物資を管理し、使用し、収用し、若しくは応急

措置の業務に従事させるなどにより、必要な措置を図る。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 総務班 ・応急公用負担の事務 

 

第１ 応急公用負担等の権限                                

応急公用負担等の権限は、風水害等災害対策編 第３章 第 31 節 「第１ 応急公用負担等の

権限」の定めに準ずる。 

 

第２ 公用令書の交付                                  

公用令書の交付は、風水害等災害対策編 第３章 第 31 節 「第２ 公用令書の交付」の定め

に準ずる。 

 

第３ 手続き                                     

応急公用負担等の手続きは、風水害等災害対策編 第３章 第 31 節 「第３ 手続き」の定め

に準ずる。 

 

第４ 損失補償及び損害補償等                               

損失補償及び損害補償等は、風水害等災害対策編 第３章 第 31 節 「第４ 損失補償及び損

害補償等」の定めに準ずる。 
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第30節 ボランティア活動 
 

大規模震災時の災害応急対策及び復旧・復興期においては、多くの人員を必要とするため、町

は、ボランティア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策、復旧・

復興対策を実施する。 

その際、利府町社会福祉協議会等が中心となって、速やかに災害ボランティアセンターを設置

し、全国から駆けつける災害ボランティアの活動を支援、調整し、被災住民の生活復旧を図ると

ともに、専門的なボランティアニーズに対しては、町が災害ボランティアセンターとの連携を図

りつつ対応する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

民生部 支援班 ・ボランティアの受付窓口の設置 

・災害ボランティアニーズの把握 

・関係団体との連携、協力 

（利府町社会福祉

協議会） 

 ・ボランティアの受付窓口の設置 

・災害ボランティアニーズの把握 

・関係団体との連携、協力 

 

第１ 一般ボランティア                               

一般ボランティアは、風水害等災害対策編 第３章 第 32 節 「第１ 一般ボランティア」の

定めに準ずる。 

 

第２ 専門ボランティア                               

専門ボランティアは、風水害等災害対策編 第３章 第 32 節 「第２ 専門ボランティア」の

定めに準ずる。 

 

第３ ＮＰＯ／ＮＧＯとの連携                            

ＮＰＯ／ＮＧＯとの連携は、風水害等災害対策編 第３章 第 32 節 「第３ ＮＰＯ／ＮＧＯ

との連携」の定めに準ずる。 

 



第２編 第２章 地震災害応急対策 

第 31 節 海外からの支援の受け入れ 

地震編 105 

 

第31節 海外からの支援の受入れ 
 

大規模地震災害時において、海外から救援物資の提供や救援隊派遣などの支援の申し出があっ

た場合、町は、国・県と十分連絡調整を図りながら対応する。 

■実施機関及び担当業務 

部 班 担当業務 

総務部 企画広報班 ・海外からの救援隊派遣や救援物資の受入れ 

 

第１ 海外からの救援活動の受入れ                          

海外からの救援活動の受入れは、風水害等災害対策編 第３章 第 33 節 「第１ 海外からの

救援活動の受入れ」の定めに準ずる。 

 

第２ 関係機関との協力体制                             

関係機関との協力体制は、風水害等災害対策編 第３章 第 33 節 「第２ 関係機関との協力

体制」の定めに準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 


